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記載要件に関する裁判例 
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１．範囲を曖昧にする表現に関する裁判例 
 
Ａ 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定（類型(5)②） 
 
（１）知財高判（２部）平１９年１０月３０日（平成１９年（行ケ）第１００

２４号）「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プローブ針とその製

造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」（田中信義 石原直樹 

杜下弘記）（類型② 上限だけを示す数値範囲限定。結論は明確性要件を満たす） 
 

【請求項３】 
先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを

電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プロ

ーブ針において，上記プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッ

ドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって，

かつ，表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト

用プローブ針。 
 

「本件発明３は，表面粗さを「０．４μｍ以下」と規定しているところ，上記
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１(3)キで認定した本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると，プローブ針

先端部の表面が滑らかであればあるほど，アルミニウム酸化物の付着を防止す

るという発明の効果の達成に資することは明らかであり，上記１(4)ア(ｴ)のとお

り，本件発明３は表面粗さを「０．４μｍ以下」とする構成を採用することに

より，このような効果を達成しようとしたものであるから，「０．４μｍ以下」

が，この範囲で技術的に可能な限り表面粗さを小さくすることを意味すること

は明らかである。」 
 
Ｂ 比較の基準又は程度が不明確な表現（類型(5)③） 
 
（１）知財高判（３部）平成１９年５月３０日（平成１７年（行ケ）第１０７

９９号）「非ＰＶＣ多層フィルム」（飯村敏明 三村量一 上田洋幸）（類型③ 比

較の基準が不明確な表現。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項９】 
前記外層（２）は，ポリプロピレンホモポリマー，ポリプロピレンブロック

コポリマー，低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー，好まし

くはポリプロピレンランダムコポリマーを含む請求項１～８のいずれか１項に

記載のフィルム。 
 

「･･･請求項９記載の「低エチレン含有量」の意義については，特許請求の範囲

中には格別の記載がない。したがって，･･･どの程度のエチレン含有量であるの

かは明らかではない。そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。 
･･･段落【００５０】の記載は，･･･同請求項に対応する発明の詳細な説明部

分と解するのが相当である。ところで，同段落記載の「低から中くらいエチレ

ン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」は，･･･「低エチレン含有量」

のものと「中くらいのエチレン含有量」のものとが並列的に示されていること

になる。「ポリプロピレンコポリマー」である以上は，主成分となるモノマーは，

プロピレンであるから，「低エチレン含有量のポリプロピレンコポリマー」と「中

くらいのエチレン含有量のポリプロピレンコポリマー」のいずれもポリマーに

おけるエチレン単位がプロピレン単位より少ない点で相違はないといえるから，

「低エチレン含有量」と「中くらいのエチレン含有量」との相違は明確でない

というべきである。 したがって，請求項９に記載された「低エチレン含有量」

は，段落【００５０】の「低から中くらい」の「低」に相当するとしても，そ

れがどの程度のエチレン含有量をいうのかは，明確に特定することができない。」 
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（２）知財高判（１部）平成２４年１１月２９日（平成２４年（行ケ）第１０

００７号）「レーザーによって材料を加工する装置」（飯村敏明 八木貴美子 小

田真治）（類型(5)③ 比較の基準が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 
収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３） 
を導く液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加工すべき加

工片（９）へ向けられるものにおいて， 
前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとと

もに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，

前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給

空間（３５）が形成され， 
前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有

し，レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービー

ム（３）を導入するため， 
前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前記ノ

ズル入口開口（３０）の所で収束され， 
前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口

開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）か

らの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内

を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ， 
それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体

の流速が，十分に高く決められるようにし， 
したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一

部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧されることを特

徴とする， 
材料を加工する方法。 
 

「特許請求の範囲には「十分に高」いとされる液体の速度については特段の数

値限定等はされておらず，その意義を特許請求の範囲の記載から，一義的に確

定することは困難である。そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参

照すると，液体の流速については，「すなわち加熱時間をそもそもできるだけ短

く維持するために，液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，と

くにその先端範囲からできるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，

わずかな吸収を有するフォーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成

される。」，「ノズル入口のほぼ真上にあるこの窓だけによって，フォーカス円錐
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の先端における液体容量をそもそもできるだけ少なく，かつ流速をそもそもで

きるだけ高く維持することが可能である。」との記載がある。 
これらの記載からすると，「液体の流速が，十分に高く」することは，液体が

レーザービームによって加熱される時間を短くすることで熱レンズの発生を防

止しようとするものであるから，「液体の流速が，十分に高く」とは，「フォー

カス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷

しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意

味するものと解される。 
以上のとおり，「せき止め空間」及び「液体の速度が，十分に高く」のいずれ

についても，その意義は明確であり，本件特許に係る特許請求の範囲の記載に

は，法３６条５項２号の規定に反する不備はない。」 
 

（３）東京高判（１３民事部）平成１３年３月２１日（平成１２年（行ケ）第

１１４号）「元竿」（篠原勝美 石原直樹 宮坂昌利）（類型(5)③ 比較の基準が

不明確な表現。結論は明確性要件違反） 
 
【実用新案登録請求の範囲の記載】 
高強度繊維に合成樹脂を含浸したプリプレグを巻回して径の変化率の小さい

テーパー角で先細状に傾斜する中空竿本体を形成し、この竿本体の基端部に、

該基端部の径より大径の握り部を設けて成る元竿であって、前記プリプレグに

より、前記竿本体の基端部とほぼ同一肉厚で連続し、かつ、前記竿本体の径の

変化率よりやや大きい緩傾斜状で拡径し、前記竿本体との間に段部を持たない

長さの長いテーパー部と、該テーパー部の先端とほぼ同じ肉厚で連続し、前記

テーパー部との間に段差を持たないほぼ直線状の前記握り部とを前記竿本体の

基端部に一体に形成したことを特徴とする元竿。 
 

「 (1) 審決は、「実用新案登録請求の範囲に記載された『高強度繊維に合成樹

脂を含浸したプリプレグを巻回して径の変化率の小さいテーパー角で先細状に

傾斜する中空竿本体』が、先細状に傾斜する従来の一般的な中空竿本体を意味

していることは明らかであり、中空竿本体は様々な種類があり、その『径の変

化率の小さいテーパー角』はその竿の種類等によって特定されるものであるか

ら、『径の変化率の小さい』の程度が不明りょうであるとはいえない。」（審決謄

本５頁３６行目～６頁３行目）と認定説示したところ、この説示に照らすと、

審決は、本件実用新案登録請求の範囲に記載された「径の変化率の小さいテー

パー角で先細状に傾斜する中空竿本体」が、「先細状に傾斜する従来の一般的な

中空竿本体」全般を意味するもの、すなわち、任意の「先細状に傾斜する従来
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の一般的な中空竿本体」を包含するものと認定したものと解される。また、こ

の点につき、先細状に傾斜する従来の一般的な中空竿が「径の変化率の小さい」

ものであることは当業者の技術常識であるとする被告の主張もこれと同旨であ

ると解される。 
しかしながら、「先細状に傾斜する従来の一般的な中空竿本体」全般を意味す

るものとすれば、単に「先細状に傾斜する中空竿本体」と規定すれば足り、「径

の変化率の小さいテーパー角で」傾斜するとの要件を付す必要がないことは明

らかであるから、「実用新案登録請求の範囲には・・・考案の構成に欠くことが

できない事項のみを記載しなければならない」とする昭和６２年法律第２７号

による改正前の実用新案法５条４項の規定に照らして、本件実用新案登録請求

の範囲の「径の変化率の小さいテーパー角で先細状に傾斜する中空竿本体」と

の記載の意味を上記のように解することは誤りであるといわざるを得ない。 
また、本件実用新案登録請求の範囲には中空竿の種類につき「元竿」という

以外に特段の限定はないから、審決の上記説示のように、「径の変化率の小さい

テーパー角」はその竿の種類等によって特定されるから、「径の変化率の小さい」

程度が不明りょうであるとはいえないとするためには、先細状に傾斜する中空

竿本体を有する元竿について、その種類をどのように分類した場合に、その種

類ごとに元竿の先細状に傾斜する中空竿本体部分における径の変化率がどのよ

うに定まるかが明らかでなければならないが、その点を明らかにする的確な証

拠はないから、審決の上記説示も誤りというべきである。 
 (2) なお、本件実用新案登録請求の範囲に記載された「径の変化率の小さい

テーパー角で先細状に傾斜する中空竿本体」が、「先細状に傾斜する従来の一般

的な中空竿本体」のうち、相対的に「径の変化率の小さいテーパー角で」傾斜

する中空竿本体を意味するものと解した場合には、「径の変化率の小さい」もの

に該当する中空竿本体を選択するための大小の比較の基準ないし「小さい」と

いえる程度が明りょうでなければならないところ、本件実用新案登録請求の範

囲に、このような比較の基準ないし程度についての規定はなく、また、本件明

細書（甲第２号証）の考案の詳細な説明にもこの点についての記載は見当たら

ない。 
そうすると、「径の変化率の小さいテーパー角で先細状に傾斜する中空竿本体」

との記載を上記のように解したとしても、上記１の本件考案の目的を達成する

ために必要不可欠な技術的手段が記載されているということはできない。」 
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（４）知財高判（４部）平成２５年１１月２８日（平成２５年（行ケ）第１０

１２１号）「洗濯機の脱水槽」（富田善範 田中芳樹 荒井章光）（類型(5)③ 程

度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす）      

 
【請求項１】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成し

た胴部と，この胴部の下縁部に結合した底板，及び胴部の上縁部に装着したバ

ランスリングとを具備するものにおいて，フィルタ部材を具え，このフィルタ

部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充

分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴

とする洗濯機の脱水槽。 
 
「２ 明確性要件について 

(1) 本件発明１の請求項の記載について 
･･･本件発明において，「隙間」とは，胴部の接合部を内側より覆うフィルタ

部材について，バランスリング又は底板との間に設けられた隙間を意味するこ

とは明らかであるところ，当該「隙間」は，フィルタ部材につき，「その上下の

全長より充分に小さな寸法の」隙間であり，当該隙間を「バランスリング又は

底板との間に余すこと」と特定されている。 
そして，本件発明における「その上下の全長」とは，「フィルタ部材の上下の

全長」を意味することは明らかであるから，「その上下の全長より充分に小さな

寸法の隙間」とは，「フィルタ部材の上下の全長」より「充分に小さな寸法の隙

間」と特定されていることが明らかである。 
したがって，本件発明の「充分に小さな寸法」とは，「フィルタ部材の上下の

全長」を基準とした比較において「充分に小さな寸法」をいうことが明らかで

あり，基準となる長さが明示されている以上，「充分に」なる用語が用いられて

いることをもって，比較の基準又は程度が不明確であり，殊更に不明確な表現

が用いられているということもできない。 
したがって，本件発明の特許請求の範囲の記載が直ちに明確性の要件を充足

しないとはいえない。 
もっとも，特許請求の範囲の記載において特定された「フィルタ部材の上下

の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間

に余す」構成の技術的意義については，特許請求の範囲の記載からは明らかで

はないから，その技術的意義を明らかにするために本件明細書の記載を参酌す

ることは，特定された構成の説明を本件明細書の記載に求めるにすぎず，当然

に許容される。 
そこで，以下，本件明細書の記載を参酌して，明確性の要件を検討するが，
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上記構成の技術的意義が特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解すること

ができないからといって，直ちに明確性の要件を充足しないとはいえないから，

この点に関する原告の上記主張は採用することができない。 
(2) 本件明細書の記載の参酌について 

ア 作用効果の記載について 
(ア) 本件発明は，「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法

の隙間をバランスリング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の１つと

しており，本件明細書（【０００７】【０００９】【００１０】）には，これによ

って「胴部の接合部を見えなく」し，「その接合部に洗濯物が触れないようにで

きるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くす

ることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明で

あることが開示されている。 
したがって，本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小

さな寸法の隙間」との構成は，上記効果を達成することのできる技術的意義を

有する「隙間」であるということができる。 
(イ) 原告は，本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の

構成を想定することは，解決課題から解決手段を想定することに等しく，解決

手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張す

る。 
しかしながら，発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考

慮して定められるものであるから，発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載

された発明特定事項を検討する際に，明細書の発明の詳細な説明に記載された

構成だけではなく，発明の目的，課題及び効果を参酌することも当然に許され

るのであって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。 
したがって，原告の上記主張はいずれも採用することができない。」 

 
（５）知財高判（４部）平成２３年９月１５日（平成２２年（行ケ）第１０２

６５号）「くつ下及びその製造方法」（滝澤孝臣 髙部眞紀子 齋藤巌）（類型(5)
③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 

丸編機によって筒編して得たくつ下が、その爪先部における最先端位置が親

指側に偏って位置する非対称形であって、 該くつ下の爪先部の形状が、親指が

他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、前記爪先部の小指側よりも

親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が、前記爪先部の先端部で且つ親

指側に偏って編み込まれ、 且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大
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するように、前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部

の先端を上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成され

ていることを特徴とするくつ下。 
 
「一般的に，人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側

に位置する非対称形であること」（本件訂正明細書【０００６】）は周知であり，

本件訂正発明の爪先部の形状が，こうした一般的な人の足の形状に似ているこ

とや，一般的な人の足の形状に倣った形状であることは，当業者であれば十分

に理解できるものであって，その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていな

いからといって，当該発明を把握することができないということはない。」 
 
（６）知財高判（２部）平成２２年７月２８日（平成２１年（行ケ）第１０３

２９号）「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」（中野哲弘 清水節 古谷健二

郎）（類型(5)③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項２】 

溶剤等を収納する容器と，該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くよう

にして 該容器を端側にて支持するアーム体と，伝達手段を介して容器及びアー

ム体を回転するための駆動源とを備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において，装

置本体には，少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と，容器に収

納された溶剤等の温度を検知すべく，容器の上端部の近傍に設けられる検知手

段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の撹拌・脱泡装置。 
 

「原告は，･･･「近傍」が容器の上端部からどの程度の距離までを意味するのか

は当業者にとって不明である･･･旨主張する。 
しかし，本件訂正発明１及び２は，･･･真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡

作業によって，溶剤の温度の上昇，溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ，溶剤

が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題とするもの

であるところ，本件訂正発明２における温度の検知手段は，この課題を解決す

る観点から，容器の温度を測定するために設けられた手段であり，容器内の溶

剤等の温度を測定できる位置に設置すれば，その役割を果たすことができるも

のと認められる。そして，本件訂正発明２では，その設置位置として「容器の

上端部の近傍」と特定されているところ，近傍という言葉自体は，「近所，近辺」

（岩波書店刊，広辞苑第６版）と一般に理解されており，また，多数の特許請

求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること（乙５の１及び２）を

考慮すると，「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ，
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本件訂正発明２発明が有する上記技術的意義との関係において，課題を達成す

るための構成が不明瞭となるものではない。 
したがって，本件訂正発明２における「容器の上端部の近傍」について，当

業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）は，「容器

の上端部」の「近辺」と認識し，かつ，「検知手段」が「容器に収納された溶剤

等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるから，こ

れと同旨の審決の上記判断に誤りはなく，原告の上記主張を採用することはで

きない。」 
 

（７）知財高判（３部）平成２４年１２月２０日（平成２４年（行ケ）第１０

１１７号）「ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタする

ための装置及び方法」（知財３部 芝田俊文、岡本岳、武宮英子）（類型(5)③ 程

度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 

ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置

であって，（ａ）シャシに回転自在に設置され，ホール（孔）を自身に有する回

転可能な研磨プラーテンと，（ｂ）プラーテンに設置され，研磨スラリによりウ

ェットで，プラーテンのホールと調心されたウィンドウを有する，発泡材料か

らなる表面を有する研磨パッドであり，前記ウィンドウは，該パッドに形成さ

れた中実な材料からなるプラグであって，レーザービームに対して透過性を有

する前記プラグを備え，前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面

を有する，前記研磨パッドと，（ｃ）研磨パッドに対してウエハを保持するため

の，回転可能な研磨ヘッドであって，このウエハが酸化物層の下の半導体基板

を備える，前記研磨ヘッドと，（ｄ）ウエハへ向けてレーザービームを発生させ

ることが可能であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出

することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え，前記ウィンド

ウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，周期時間の少なくとも一部の

間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。 
 
「本件明細書には，「ウエハ１４」と「プラーテン１６」の底部との間に「パッ

ド１８」の「ポリウレタンカバー層２２」だけが残った構成を有する具体例も

示されており（図３（ｂ）），クオーツインサートを用いずに，パッドのポリウ

レタンカバー層の一部がウィンドウとして機能する構成とした場合には，検出

できる大きさのギャップは存在せず，レーザービームの有害な散乱を生じさせ

るスラリが殆ど存在しない利点があるが，ポリウレタンカバー層に用いられる
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ポリウレタン材料が透過性を阻害する添加物を有しているとの問題点があるこ

と（【００２８】，【００２９】），この問題点を排除するため，別の具体例は，「プ

ラーテンホール３０」の上の領域におけるパッド材料を「中実な（ソリッドな）

ポリウレタンプラグ４２」に置き換えたものであり，「中実な（ソリッドな）ポ

リウレタンプラグ４２」の上面が「パッド１８」における「カバー層２２」の

表面とほぼ同一平面上に位置する構成を有し（図３（ｃ）），この中実なプラグ

をレーザービームのウィンドウとして機能させる構成により，ポリウレタンプ

ラグが透過性を阻害する添加物を含有しないために，プラグを通ることによる

レーザービームの弱化が最小になること（【００２９】）が記載されている。 
以上によれば，本件明細書には，プラグを通るレーザービームの弱化を最小化

する目的で，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しな

いようにするとの作用効果を得るために，研磨パッドとプラグの間にギャップ

が存在せず「ほぼ共面」となっている構成が採用されることが示されていると

理解される。 
･･･原告は，･･･「共面」とは，隙間のない連続した面を指すのか，隙間があっ

ても同一高さの面を指すのか等，一般的な工業用語としても意味が特定できず，

「ほぼ」とは，どの程度の「共面」を指すのかも不明である･･･旨主張する。 
･･･本件明細書の記載によれば，「（中実な）ポリウレタンプラグ４２」の上面と

「パッド１８」における「カバー層２２」の表面がほぼ共面となっている構成

を備えることにより，レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど

存在しないとの作用効果を奏するというのであるから，本件訂正に係る「ほぼ

共面」とは，「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存

在しないこと」をいうことは，本件明細書（図面を含む。）の記載から明らかで

ある。」 
 
（８）東京高判（１８民事部）平成１１年１０月２８日（平成１１年（行ケ）

第３６号）「マウス用マット」（永井紀昭 塩月秀平 市川正巳）（類型(5)③ 程

度が不明確な表現。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項１】 

コンピューターの入力装置であるマウスでコンピューター本体にデータや命

令を入力する際に使用するマットであって、柔軟なプラスチックフォーム層の

上に、マウスのボールが前記プラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくな

ることを防止すると共にマウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食

い込んでスムーズに回転させることができる強靱な紙シート又はプラスチック

シートからなる表面シートを接着したことを特徴とするマウス用マット。 
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「マウスのボールが前記プラスチックフォーム層に嵌り込んで動かなくなるこ

とを防止すると共にマウスのボールがプラスチックフォーム層に適度に食い込

んでスムーズに回転させることができる」との要件の意味が明確であるか否か

について検討する。 
･･･上記要件のうち、「適度に食い込（む）」、「スムーズに回転」との要件は、そ

れ自体は、主観的な表現であるといわざるを得ない。 
そして、「適度にくい込（む）」がどの程度の食い込みを意味するのかは、訂正

考案の実用新案登録請求の範囲の記載自体からは明らかではなく、また、訂正

明細書（甲第６号証）の考案の詳細な説明の欄をみても、それを定量的又は客

観的に定義したり説明している記載は見いだせない。しかも、本件考案の出願

当時、上記「適度に食い込（む）」との構成が意味するところが当業者にとって

自明であったことを認めるに足りる証拠もない。 
さらに、「スムーズに回転」との構成の意味についても、どの程度の回転がス

ムーズであるのかを定量的又は客観的に定義したり説明している記載は、訂正

明細書の実用新案登録請求の範囲や考案の詳細な説明の欄にはなく（訂正明細

書（甲第６号証）を見ても、マウスのボールの質量、大きさ、表面状態等を具

体的に記載し、マウスに加える力の大きさを変化させるなどして、表面シート

の材質や厚さを規定した本来の実施例と呼べるものは、一切記載されていな

い。）、しかも、本件考案の出願当時、上記「スムーズに回転」との構成が意味

するところが当業者にとって自明であったことを認めるに足りる証拠もない。」 
 
（９）知財高判（２部）平成２１年１２月１０日（平成２１年（行ケ）第１０

２７２号）「開き戸の地震時ロック方法」（中野哲弘 今井弘晃 真辺朋子）（類

型(5)③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項１】 

マグネットキャッチなしの開き戸において開き戸側でなく家具，吊り戸棚等

の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け，該係止手段が地震のゆれの力で

開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に

係止する内付け地震時ロック装置を開き戸の自由端でない位置の家具，吊り戸

棚等の天板下面に取り付け，前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じら

れずわずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸の地震時ロック方法 
 
「…本件明細書（甲１８）の発明の詳細な説明の記載内容は･･･この「わずかに

開かれ」については，「･･･更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）が
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わずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５

ｂ）に係止される。･･･」（段落【０００６】）と記載されている。そして，図３

で示される係止手段（４）が係止具（５）に係止している状態がロック装置が

開き戸を「ロック」していると解されることから，「係止手段が･･･わずかに開

かれる開き戸の係止具に係止する」，「わずかに開かれた前記ロック位置となる

開き戸」，及び「･･･更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずか

に開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に

係止される。･･･」の各表現は，図３の状態を表わしていると判断される。 
これらによれば，このときの図３における係止手段（４）の係止部（４ａ）と

係止具（５）の係止部（５ｂ）が係止している状況での開き戸（２）と本体（１）

との間隔が，本件特許発明１における「わずかに」であると一応理解できる。 
上記のとおり本件明細書の発明の詳細な説明の記載と図面とを参酌した上で，

本件特許発明１は，地震時において本体側に設けられた係止手段の係止部が，

開き戸の係止具の係止部に当たり，それ以上開き戸が開かないようにするとの

構成を理解したとしても，その開き戸が開く程度については，特許請求の範囲

の記載に「わずかに」と極めて抽象的に表現されているのみで，特許請求の範

囲の他の記載を参酌しても，その内容が到底明らかになるものとはいえない。 
そして，本件明細書の発明の詳細な説明にも，その「わずかに」で表わされ

る程度を説明したり，これを示唆するような具体的な記載はない。 
そうすると，当業者にとって，その技術常識を参酌したとしても，本件特許

発明１の「わずかに」と記載される程度を理解することは困難であって，特許

請求の範囲の記載が不明確であるといわざるを得ない。」 
 
（１０）知財高判（３部）平成２１年３月２５日（平成２０年（行ケ）第１０

２４７号）「ランダムに配向されたカーボンフィブリルの三次元の巨視的集合体

およびそれを含有する複合物」（飯村敏明 中平健 上田洋幸）（類型(5)③ 程

度が不明確な表現、意味が曖昧な用語。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項１】 

（ａ）多数のランダムに配向されたカーボンフィブリルの三次元の巨視的集

合体であって，前記フィブリルが実質的に一定の直径を有する実質的に円筒状

であり，その円筒軸に対して実質的に垂直なｃ軸を有し，熱分解堆積炭素を実

質的に含まず，かつ３．５～７０ｎｍの直径を有しており，前記集合体がその

少なくとも一次元軸に沿って比較的均一な物理的性質および０．００１～０．

５０ｇ／ｃｃの嵩密度を有している，前記集合体；および（ｂ）（ｉ）粒状固体，

または（ｉｉ）電気活性物質，または（ｉｉｉ）触媒活性の金属または含金属
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化合物からなる第二成分をフィブリル１部当り５０部以下の量で含んでいる複

合材料。 
 
「･･･本願明細書の段落【００１１】によれば，「実質的に」について，「それぞ

れの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定され

たときの物理的性質の値の９５％が平均値の±１０％以内にあることを意味す

る。」との定義は存在するが，同定義は，集合体の物理的性質に関するものであ

り，フィブリルの円筒軸とｃ軸との角度等の位置関係に関するものではなく，

他に円筒軸とｃ軸との角度等を確定する記載はない。また，本願明細書の上記

記載を根拠として，「実質的に」に関する技術的な意義を確定することは到底で

きない。 
･･･「物理的性質」について，本願に係る特許請求の範囲には，「前記集合体

がその少なくとも一次元軸に沿って比較的均一な物理的性質」･･･と記載され，

また，本願明細書には，「集合体の固有の測定可能な性質，たとえば，抵抗率，

を意味する。」（段落【００１１】），･･･と記載され，多様な意義を有するものと

して記載されている。また，一般に「物理的性質」には，熱的，電気的，磁気

的，光学的，機械的等の諸性質を含むものと理解される。 
以上を総合すると，本願の請求項１に係る「集合体がその少なくとも一次元

軸に沿って比較的均一な物理的性質･･･」との記載中の「物理的性質」について，

どのような要素までを含むのか，また，どのようにして測定した結果均一であ

ると判断するのかを確定することができないから，本願の請求項１は不明確で

ある。」 
 
（１１）知財高判（３部）平成２１年９月３０日（平成２１年（行ケ）第１０

０４１号）「液晶表示部の配向膜印刷用低カッピング性樹脂凸版」（飯村敏明 中

平健 斎木教朗）（類型(5)③ 意味が曖昧な用語。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項１】 

液状光硬化性樹脂を硬化させることによって形成された樹脂凸版本体，ベー

スフィルム層，感圧型接着剤層，金属板又は合成樹脂板の順に，直接積層され

てなり，該金属板又は該合成樹脂板の剛性は，該樹脂凸版本体，該ベースフィ

ルム層又は該感圧型接着剤層の剛性よりも高く，該樹脂凸版本体裏面は，該ベ

ースフィルム層を通して光を照射することにより，硬化せしめられたものであ

り，該感圧型接着剤層は全体に亙ってほぼ均一な厚みを有し，且つ該感圧型接

着剤層側に位置する該金属板又は該合成樹脂板の表面は平坦であることを特徴

とする，液晶表示部の配向膜印刷用低カッピング性樹脂凸版。 
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 但し，前記金属板又は前記合成樹脂板は研磨しうる弾性体ではないし，前記

樹脂凸版を構成するその他の材料もいずれも研磨しうる弾性体ではないし，か

つ，前記樹脂凸版にはいかなる態様でも研磨しうる弾性体が付加されることは

ない。 
 

「･･･本件補正後の請求項１には，「研磨しうる弾性体」との文言があるが，そ

の定義や説明はなく，本件補正後の請求項１の記載からは，その意味は明らか

ではない。また，本件補正後の明細書（以下「本願補正明細書」という。）にも，

「研磨しうる弾性体」の定義に当たる記載はなく，それに関する説明の記載も

ない。そこで，出願時（原出願の出願時）の技術常識を参酌してその意味を明

らかにする必要がある。 
一般的な辞典には，「研磨」，「弾性」について，次のとおりの記載がある（顕

著な事実）。 
ａ「研磨」について 
「とぎみがくこと。」（「広辞苑」第４版８３８頁，新村出，１９９１年（平成３

年）１１月１５日，第４版第１刷発行）･･･ 
ｂ「弾性」について 
「外力によって，形や体積に変化を生じた物体が，力を取り去ると再びもとの

状態に回復する性質。･･･」（「広辞苑」第４版１６３１頁）･･･ 
･･･上記の一般的な辞典の記載を参酌すると，本件補正後の請求項１･･･に記

載されている金属板，合成樹脂板は，いずれも研磨しうる材料であり，変形量

が少ないとしても弾性を有しているから，「研磨しうる弾性体」に含まれると認

められるし，金属板及び合成樹脂板に限られず，有機物又は無機物からなる一

般的な固体の物質は，いずれも研磨しうる材料であり，変形量が少ないとして

も弾性を有しているから，「研磨しうる弾性体」に含まれるものと認められる。 
･･･本件補正後の請求項１の記載によれば，本願補正発明の「金属板又は合成

樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその他の材料」は，そのうちから「研磨し

うる弾性体」が除かれている。･･･「一般的な固体の物質」は「研磨しうる弾性

体」としての性質を有するから，「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構

成するその他の材料」から「研磨しうる弾性体」即ち「一般的な固体の物質」

を除いた後に，どのような性質のものが残るかを想定することは困難である。

したがって，本願補正発明の「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成

するその他の材料」の意味は明確でない。･･･「研磨しうる弾性体」について，

本件補正後の請求項１，本願補正明細書に定義や説明の記載はないし，「研磨し

うる弾性体」でない「金属板又は合成樹脂板」及び「樹脂凸版を構成するその

他の材料」のいずれについても，本件補正後の請求項１，本願補正明細書に定
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義や説明の記載はない。」 
 
（１２）東京高判（知財３部）平成１７年３月３０日（平成１６年（行ケ）第

２９０号）「線状低密度ポリエチレン系複合フイルム」（佐藤久夫、設樂隆一、

高瀬順久）（類型(5)③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件違反） 
 
【請求項１】 

平均粒径が３～１５μｍの不活性微粒子を０．３～２重量％を含む密度が０．

８８～０．９１ｇ／ｃｍ３ であり，重量平均分子量／数平均分子量が１～３で

ある線状低密度ポリエチレンよりなるＡ層と，平均粒径が２～７μｍの不活性

微粒子を０．３～１．５重量％を含む密度が０．９０５ｇ／ｃｍ３ 以上で，か

つＡ層に用いた線状低密度ポリエチレンの密度より高い密度である線状低密度

ポリエチレンよりなるＢ層とからなることを特徴とする線状低密度ポリエチレ

ン系複合フイルム。 
 
「･･･平均粒径については，個数平均径，長さ平均径，体積平均径等複数の種類

があり，当然それらの計算式は異なるものである。 
･･･単純な分布モデルに関して平均粒径を計算しても，長さ，面積あるいは体

積のどれを基準とするかで，最大１０％程度の差があることがわかる。これに

よると，例えば長さ平均径では２．９μｍとなり本件発明の数値範囲に入らな

いものが，体面積平均では約３．２μｍとなり，その数値範囲に入るような場

合がある。 
したがって，平均粒径の定義・意味，測定方法を特定しなければ，平均粒径

の意義は明確でない，と認められる。 
･･･この平均粒径について，訂正明細書には，例えば以下の記載があるに過ぎ

ない。 
･･･これらの記載には，平均粒径の定義・意味，その測定方法について特定も

されておらず，また，球状の不活性微粒子の具体的な製品名も挙げられていな

い。その他，訂正明細書のどこにも，それらを把握する手掛かりとなる記載は

ない。そうすると，当業者は，訂正明細書に接しても，その平均粒径として示

された値がどのようなものであるか把握できないことになる。 
もっとも，明記がない場合にどのようなものが採用されるかについて当業者

間に共通の理解があれば，特定はされているという余地はある。しかし，特許

実務においても，上記の各種の平均粒径や測定方法が実際に使用されており，

それぞれの意義や測定方法が明細書に明記されているのであって･･･，当業者間

に上記のような共通の理解があるとは認められない。なお，原告も，審判手続
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では本件発明の平均粒径が個数平均径であるとしていたのに対し，本訴では体

積平均径であるとしており，その主張は一貫していない。」 
 
（１３）知財高判（１部）平１９年２月２１日（平成１７年（行ケ）第１０６

６１号）「水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン－α

－オレフィン共重合体の製造方法および水架橋成形物」（篠原勝美 宍戸充 柴

田義明）（類型(5)③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 

密度０．９１０～０．９３５ｇ／ｍｌ，メルトインデックス０．１～５ｇ／

１０分の直鎖状低密度エチレン－α－オレフィン共重合体に不飽和アルコキシ

シラン，有機過酸化物を配合した後，押出機中で有機過酸化物の分解温度以上

に温度を上げて製造された水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低

密度エチレン－α－オレフィン共重合体であって，前記直鎖状低密度エチレン

－α－オレフィン共重合体として，比表面積５０～１０００ｍ２ ／ｇ，平均粒

径５０～２００μｍ，細孔直径５０～２００Åの無機酸化物多孔体からなる担

体に酸化クロムを含有する重合触媒成分を担持させた重合触媒と，エチレン８

０～９８重量部およびα－オレフィン２０～２重量部からなるモノマー流体と

を，気相流動床反応器中で，３０～１０５℃の温度，５～７０気圧の圧力，１．

５～１０のＧｍｆの条件で接触させて得た比表面積５００～２０００ｃｍ２ 
／ｇ，かさ密度０．２～０．５ｇ／ｍｌ，平均粒径０．５～１．５ｍｍのグラ

ニュラー状物を使用することを特徴とする水架橋性不飽和アルコキシシラング

ラフト直鎖状低密度エチレン－α－オレフィン共重合体。 
 
「･･･平均粒径５０～２００μｍ･･･の無機酸化物多孔体からなる担体」及び

「･･･平均粒径０．５～１．５ｍｍのグラニュラー状物」は，本件重合方法に使

用される本件担体及び本件グラニュラー状物の平均粒径を示しているものであ

るから，本件重合方法がどのような技術的意義を有するものであるか，平均粒

径の測定の前提となる原理，試料の性質，測定の目的，必要な測定精度等が開

示されているかの検討を抜きにして，本件発明に係る平均粒径を論ずることは

できない。 
･･･本件明細書について検討すると，その発明の詳細な説明には，次の記載が

ある。 
･･･「本発明に用いるグラニュラー状物（注，本件グラニュラー状物）は，ユ

ニポール法の装置を用いて，上記の特定条件で製造され得るものである。上記

製造条件を外れると，本発明に使用し得るグラニュラー状物は製造できず望ま
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しくない。」･･･との記載によれば，本件グラニュラー状物は，ユニポール法の

装置を用いて，特許請求の範囲記載の特定条件で製造され，その条件以外では

製造できないというのであるから，本件重合方法の原理がユニポール法による

ものであることは，明らかである。そして，「ユニポール法」については，「こ

れらの担体，重合触媒成分，重合方法は，本願出願人が技術導入したアメリカ

合衆国，ユニオンカーバイト社を出願人とする特公昭５０－３２１１０号，同

５２－４５７５０号，同５３－８６６６号，同５６－１８１３２号，同５６－

２２４４４号，同６１－３６３号，同６１－２６８０５号等の公報に詳細に説

明されている。この重合方法はユニポール法と呼ばれ，本願出願人の川崎工業

所内にて操業中のもの」･･･であるとされている。 
･･･そこで，本件明細書の発明の詳細な説明に掲載されている「ユニオンカー

バイト社を出願人とする特公昭５０－３２１１０号，同５２－４５７５０号，

同５３－８６６６号，同５６－１８１３２号，同５６－２２４４４号，同６１

－３６３号，同６１－２６８０５号等の公報」，すなわち，甲１７ないし甲２３

各公報によって，ユニポール法の「担体，重合触媒成分，重合方法」を検討す

る。 
･･･甲１７ないし甲２３各公報には，触媒担体と重合生成物の平均粒径は，「ふ

るい分け法」によって測定されるものと認められる。そして，甲１７ないし甲

２３各公報に接した当業者においても，気相流動床式反応器の下で，すなわち，

ユニポール法の装置の下で，触媒担体と重合生成物の平均粒径は，「ふるい分け

法」によって測定されるものと直ちに理解することができるものである。 
･･･以上によると，本件発明に記載されているようなグラニュラー状物の粒径

は，少なくとも，米国及び日本においては，「ふるい分け法」により測定するの

が通常であり，このことは，当業者にとって技術常識であったものと認められ

る。」 
 
（１４）知財高判（２部）平成２３年１１月２９日（平成２３年（行ケ）第１

０１０６号）「マッサージ機」（塩月秀平 古谷健二郎 田邉実）（類型(5)③ 程

度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 

マッサージ機本体（２）と，使用者にマッサージを施すように当該マッサー

ジ機本体（２）に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子

（１４）と，当該施療子（１４）を操作して任意の位置に位置決めすることが

できる上昇スイッチ（４９）及び下降スイッチ（５０）を有する操作装置（４

０）と，を備えたマッサージ機において， 
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前記上昇スイッチ（４９）及び前記下降スイッチ（５０）の操作によって決め

られた施療子（１４）の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部（３

９）を備え， 
前記施療子（１４）の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき，その

時間内に前記施療子（１４）を移動させ，その時間が経過した時点での前記施

療子（１４）の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部（３

９）に記憶させることを特徴とするマッサージ機。 
  
「･･･本件発明１，２の特許請求の範囲の記載に照らせば，「一定の時間」が，「施

療子（１４）の位置決めを行うため」に要する時間であって，当該「時間内に

前記施療子（１４）を移動させ」，「その時間が経過した時点での前記施療子（１

４）の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部（３９）に

記憶させる」ことにより，肩等のマッサージを施すべき部位を正確に設定する

等の本件発明１，２の作用効果を奏するために必要十分な時間を意味すること

は明らかである。 
そうすると，マッサージ機の製造等に携わる当業者であれば，上記「一定の

時間」の技術的意義を容易に理解することができるといい得る。 
そして，本件発明１，２の特許請求の範囲の記載に照らせば，上記「一定の

時間」の起算時が施療子（１４）の位置決め操作を開始し得る時点であり，満

了時が上記位置決め操作の終了時であることを当業者において理解することが

できるし，マッサージ機の制御機構や施療子を移動・駆動等させる機構の大き

さや構成，使用者の使いやすさに応じて，上記「一定の時間」の長さ（幅）が

合理的に決まることも当業者には自明であるから，上記「一定の時間」が例え

ば何秒等と具体的に記載されていなくても，不明確となるものではない。」 
 

（１５）東京高判（１８民事部）平成１５年９月９日（平成１３年（行ケ）第

５８６号）「生海苔の異物分離除去装置」（塚原朋一 古城春実 田中昌利）（類

型(5)③ 程度が不明確な表現。結論は明確性要件を満たす） 
 
【請求項１】 
 筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し、この環状枠

板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内

嵌めし、この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能と

するとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海

苔の異物分離除去装置。 
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「原告は、「当業者であれば「僅かなクリアランス」とはどれくらいのものにな

るかは容易に決定できる事項である。」とした審決の判断は誤りであり、比重の

大きい異物を遠心分離し、比重の小さい異物を分離できるクリアランスの大き

さを決めることは至難の業であると主張する。 
 しかし、実用上異物の分離除去ができるクリアランスの大きさ（幅）は、生

海苔混合液に含まれる海苔の種類、量、状態、異物の種類（原料となる生海苔

の産地、採取条件等によって異なり得る。）といった要素に加えて、回転板の回

転速度、吸引装置を使用するか否か等の各種条件によって当然異なるものであ

るから、クリアランスの大きさは、元来、具体的数値をもって特定し難いもの

であり、また、具体的数値で特定することが適切であるともいえないものであ

る。 
 本件明細書には、「僅かなクリアランス」について、具体的数値の記載はない

ものの、クリアランスの作用、効果についての本件明細書の記載（【0009】、前

記１(1)アの⑤）及び効果の記載（【0028】、【0029】、同⑥、⑦）を参酌すれば、

当業者にとってクリアランスがおよそどの程度のものであるかは容易に理解し

得ることであり、本件発明の実施に当たり、異物分離に適したクリアランスを

決めることも、当業者であれば、ある程度の試行錯誤をすれば容易になし得る

ことであると考えられる。本件発明を実施するに当たって「僅かなクリアラン

ス」の大きさを決めることに原告の主張するような多大な困難があるとは本件

全証拠によっても認めることができない。」 
 
Ｃ それ以外（「略」との表現） 
（１）東京高判（知財４部）平成１７年２月１日（平成１５年（行ケ）第２８

７号）「暗渠形成装置」（塚原朋一 塩月秀平 高野輝久）（結論は明確性要件を

満たす） 
 
【請求項１】 
エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を

備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されてい

るスリット渫えナイフと，このスリット渫えナイフにはその高さ方向の中間部

の進行方向後方に位置するスリット絞り込み体と，前記掘削機の頂端部作業進

行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングとを備え，前記掘削バケットに

より形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動

作中に前記スリット渫えナイフにより形成されるスリット空間に放擲すると共

に，形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込ん

でスリットを閉塞するように構成され，当該スリット絞り込み体は，平面板と
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２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業進行方向後方になるにつれ次第に

幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面

板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い

次第にその幅が狭くなる構成となっていることを特徴とする暗渠形成装置。 
【請求項２】スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平

面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，

作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第

１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜

辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方

向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされて

いることを特徴とする請求項１記載の暗渠形成装置。 
 
「原告は，「第１の略台形部分」に対応する部分の記載は，訂正前明細書になく，

訂正前図面の【図４】及び【図５】にその記載があるだけであるが，その形状

は完全な等脚台形であるところ，訂正事項ｂの「第１の略台形部分」は，不等

脚台形をも含むとするのが相当である上，「略」がいかなる事項を意味し，どの

ような形状を含むかについて曖昧であって，かつ，不明瞭であると主張する。

しかし，原告の主張に従えば，訂正前図面の【図４】及び【図５】に記載され

た「第２の略台形部分」に対応する部分の形状も，完全な等脚台形であるとい

うことになるが，これについては，前記(1)のとおり，訂正前明細書に，「平面視

上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており」と

か，「平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている」と記載されているから，「第

２の略台形部分」に対応する部分は，その形状を完全な等脚台形に限定してい

るわけではない。そうであれば，訂正前図面の【図４】及び【図５】の「第１

の略台形部分」に対応する部分も，完全な等脚台形に限定する趣旨で記載され

たとは認めることができない。また，「略」とは，通常，「おおよそ」，「ほぼ」，

「大体」を意味するものであると理解されているから，「作業進行方向後方にな

るにつれて幅が広くなる第１の略台形部分」の形状が，曖昧又は不明瞭である

とはいえない。したがって，訂正事項ｂの「第１の略台形部分」が訂正前明細

書又は図面に記載した事項の範囲を超えるということはできないから，原告の

上記主張は，採用することができない。」 
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２．サポート要件・実施可能要件に関する裁判例 
 
Ａ サポート要件：類型１（記載や示唆） 
 
（１）知財高判（４部）平成２２年１０月２０日（平成２２年（行ケ）第１０

０５１号）判例タイムズ１３４２号２２２頁、判例時報２１１３号１２８頁「振

動発生装置」（滝澤孝臣 高部眞規子 井上泰人）（結論はサポート要件違反） 
 
「この請求項１には，「その間隔は軸方向の幅の二分の一以上とする」とあるの

みで，「軸方向の幅」が何の「軸方向の幅」を意味しているのか，明確であると

はいえない。また，本件明細書の発明の詳細な説明や図面に，「軸方向の幅」に

関して参酌すべき記載もない。 
イ 原告は，当初明細書等の図１（ｃ２）等の記載を根拠に「分銅の軸方向の

幅」であるとも主張する。 
 しかし，第２回補正においては，特許請求の範囲の全文，明細書の全文及び

図面の全図を変更したものであり（甲３），当初明細書等（甲９）の記載を参酌

することはできない。なお，第２回補正に係る本件明細書や図面に，「軸方向の

幅」に関して参酌すべき記載もない。 
ウ よって，本願発明が特許法３６条６項１号及び２号の要件を欠くとした本

件審決の判断に誤りはない。」 
 
（２）知財高判（４部）平成２３年７月２１日（平成２２年（行ケ）第１０３

７３号）判例時報２１３４号９４頁、判例タイムズ１４００号３１４頁「イン

ターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法と

この方法を利用した商品選択方法」（滝澤孝臣 高部眞規子 齋藤巌）（結論は

サポート要件違反） 
 
「･･･特許請求の範囲に記載された「自己のシステムにおける選択機能を機能さ

せずに」色補正するとは， このような色補正を，受信者所有のパソコンのよう

な「自己のシステム」に含まれた「選択機能」である「選択ツール」の機能を

用いずに色補正することを意味 するものであって，「選択機能」を機能させて

色補正するものと，機能させずに色補正するもののうち，後者を特定して記載

したものである。 
 これに対して，発明の詳細な説明（【００２４】）に記載された「公知のコン

ピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」においては，「画像の一部」 
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を選択する機能を「画像の全部」を選択する機能から区別することができず，

この記載を含め発明の詳細な説明において，基準色画像の色補正を「自己のシ

ステムにおける選択機能を機能させずに」に行うことに対応する技術的事項が

何ら記載されていない。 
 そうすると，特許請求の範囲に，発明の詳細な説明には記載されていない，

基準色画像の色補正を「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」行

うことを記載したものであるから，特許法３６条６項１号の要件を満たしてい

ない。」 
 
（３）知財高判（２部）平成２４年９月２６日（平成２３年（行ケ）第１０３

５１号）「冷蔵庫」（塩月秀平 真辺朋子 田邉実）（結論はサポート要件違反） 
 
「･･･当初明細書（甲１）には，冷蔵室の扉自体に製氷室を内蔵させる技術的事

項が記載されておらず，かかる事情はその後に補正された明細書の発明の詳細

な説明の記載においても異なるものではない。 
そうすると，仮に本件補正が補正要件を充足するものであるとしても，本件

補正によって改められた請求項１記載の発明は，明細書の発明の詳細な説明に

記載されたものを逸脱しているから，サポート要件を充足しないとした審決の

判断に誤りはない。」 
 

（４）知財高判（２部）平成２６年９月１７日（平成２５年（行ケ）第１０２

６２号）「焦点特性とコヒーレンス・ゲートを制御するために動的フィードバッ

クを用いた，光干渉トモグラフィにおける写像性と感度を改善するための方法

及び装置」（清水節 新谷貴昭 鈴木わかな）（結論はサポート要件違反） 
 
「･･･本願発明１のＥのうち「ｉ）前記少なくとも１つの構造に送信する光又は

前記少なくとも１つの構造から受信される光の少なくとも１つ」は，検出光を

指すものと解されるところ，これを「第２のコンピュータ」に光路長を制御さ

れる対象とすることについては，発明の詳細な説明においてそのような趣旨の 
記載は見当たらず，また，本件証拠上，本願優先日当時において技術常識であ

ったとも認められない。 
 したがって，本願発明１のＥ《１》）は，発明の詳細な説明に記載されておら

ず，技術的意味も不明である旨の本件審決の認定に誤りはない。」 
 
Ｂ サポート要件：類型２（対応関係） 
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（１）知財高判（２部）平成２４年５月２３日（平成２３年（行ケ）第１０２

０９号）「ヒンジ装置」（塩月秀平 池下朗 古谷健二郎）（結論はサポート要件

を満たす） 
 
「原告の主張 
･･･「請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり，その結果，

両者の対応関係が不明瞭となる場合」は，サポート要件違反の類型に含まれる

ところ，本件発明１には･･･発明の詳細な説明に記載されていない用語が多数用

いられており，用語が不統一であることから，発明の詳細な説明の用語との対

応関係が不明瞭である。このため，本件発明１の権利範囲は，本件明細書に記

載した範囲を超えており，特許法３６条６項１号の規定に違反する。 
当裁判所の判断 
･･･「第２のユニット」が「原稿送り装置２」に対応することは明白である･･･

「両側部」の一方が「側部」であることは明白であり･･･「両側部」は実施例に

おける「両側面部３０ａ」に対応し，その一方である本件発明１の「側部」は

実施例における「両側面部３０ａ」の一方を指すことは明らかである。」 
 
（２）知財高判（１部）平成２４年１１月２９日（平成２３年（行ケ）第１０

４１５号）「ハンダ合金，ハンダボール及びハンダバンプを有する電子部材」（飯

村敏明 八木貴美子 小田真治）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「原告は，本件発明１の「前記Ａｇ３Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成

して相互に連結されている」と，本件明細書の発明の詳細な説明に記載の「内

部のＡｇ３Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」（【００１７】）

と対応関係について，本件明細書の記載に接した当業者は，合金の組織の特徴

について，ネットワークがリング状になり，そのリング状ネットワークが密に

なっていると専ら理解するはずであり，ネットワークが形成され，相互に連結

されていることを意味するとは認識できないから，上記対応関係は不明である

と主張する。 
 しかし，本件明細書の【００１７】の記載と技術常識によれば，【００１７】

には，本件発明１における無鉛ハンダ合金においては，「Ａｇ３Ｓｎ金属間化合 
物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことが記載されていると

認められる。そうすると，上記対応関係が不明であるとはいえない。」 
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（３）知財高判（２部）平成２５年１２月２４日（平成２５年(行ケ)第１０１２

４号）「紙容器」（清水節 池下朗 新谷貴昭）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「原告は，本件明細書の請求項及び発明の詳細な説明に記載された「シワ」に

関連する用語が不統一であり，その結果，両者の対応関係が不明であり，特許

法３６条６項１号の規定に違反すると主張する。 
しかし，本件明細書に記載された「シワ」に関する用語は，いずれも「シワ」

という表現において共通しており，用語が不統一とまでは認められない。また，

本件明細書の記載全体からみて，請求項１における「折りシワ」は，段落【０

０１５】及び図１２に示される外面側の「折りシワ１３５」に対応し，さらに，

請求項１を引用する請求項３に記載の「複数のシワ」及び請求項１を間接的に

引用する請求項４に記載の「前記シワ」は，請求項１に記載の「折りシワ」に

対応すると考えるのが合理的であり，その対応関係が不明とは認められない。

「折りシワ１３５」（【００１５】等）と「寄りシワ」（【００１８】）とは，シワ

の状態が異なるものといえるが，それらの用語はいずれも従来技術に関する記

載であって本件発明の把握に影響しない。 
よって，本件発明において，請求項に記載の用語と発明の詳細な説明に記載

された用語との対応関係が不明瞭であるとはいえず，原告主張の取消事由３は

理由がない。」 
 
Ｃ サポート要件：類型３（拡張ないし一般化） 
 
（１）知財高判（特別部）平成１７年１１月１１日（平成１７年（行ケ）第１

００４２号）判例時報１９１１号４８頁、判例タイムズ１１９２号１６４頁「偏

光フィルムの製造法」（篠原勝美 塚原朋一 佐藤久夫 青柳馨 岡本岳）（結

論はサポート要件違反） 
 
「特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，

一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，

発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，

ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，

当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にそ

の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有す

るものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるために

は，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者

において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法
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旧３６条５項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載

を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を

特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的

な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひい

ては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反すること

になるからである。 
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の

ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常

識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か

を検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願

人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特

許権者（平成１５年法律第４７号附則２条９項に基づく特許取消決定取消訴訟

又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告，特許無効審判請求を

不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当であ

る。 
･･･本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは，本件出願

時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）

が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載してい

るとはいえず，本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項１の記載が，明細書

のサポート要件に適合するということはできない。」 
 
（２）知財高判（２部）平成１８年１０月４日（平成１７年（行ケ）第１０５

７９号）「像処理装置，像記録装置及び像再現装置」（中野哲弘 森義之 田中

孝一）（結論はサポート要件違反） 
 
「特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請

求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載

された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである

か否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし

当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して

判断すべきものである。 
･･･「請求項１７」の発明については，特許請求の範囲に記載された発明が，
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発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者

が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえな

い･･･」 
 
（３）知財高判（２部）平成１９年１０月１１日（平成１８年（行ケ）第１０

５０９号）「中間鎖分岐界面活性剤」（中野哲弘 森義之 澁谷勝海）（結論はサ

ポート要件違反） 
  
「･･･特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に 適合するか否かは，

特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲

に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説

明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの

であるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に

照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検

討して判断すべきものである。 
･･･本願発明の詳細な説明には，当業者（その発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者）が本願発明１の組成物が発明の課題である低水温洗浄

性及び生分解性を解決できるものであると認識できるに足る記載（旧３６条４

項参照）を欠いているといわざるを得ない。」 
 
（４）知財高判（２部）平成２０年７月２３日（平成１９年（行ケ）第１０４

０３号）「着脱式デバイス」（中野哲弘 今井弘晃 清水知恵子）（結論はサポー

ト要件を満たす） 
 
「特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載は「特許を 受けようとする

発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」に適合するものでなけれ

ばならないと定めている。特許法がこのような要件を定めたのは， 発明の詳細

な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていな

い発明について独占的，排他的な権利を認めることになり，特許制度の 趣旨に

反するからである。 
 そして，特許請求の範囲の記載が上記要件に適合するかどうかについては，

特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲

に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者（その発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者）が当該発明の課題を解決できる

と認識で きる範囲のものであるかどうか，また，その記載や示唆がなくとも当

業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範
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囲のものであるかどうかを検討して判断すべきものである。 
･･･これらの記載に照らせば，自動起動プログラムＰのみならず，自動起動プロ

グラムＰを起動する自動起動スクリプトについてもＲＯＭ又は読み書き可能な

記憶装置内の「ＣＤ－ＲＯＭ領域Ｒ３」に記憶されていることは明らかである。 
エ したがって，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，「ＲＯＭ又は読み書

き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実質的に記

載されているものである。」 
 
（５）知財高判（３部）平成２１年７月２９日（平成２０年（行ケ）第１０２

３７号）判例タイムズ１３２５号２２８頁「スロットマシン」（飯村敏明 齊木

教朗 上田洋幸）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「３ 取消事由２１（委任省令要件違反に関する判断の誤り）について 
･･･ 
･･･本件特許明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，当業者

であれば，サブリールの演出の趣向性を向上させるという課題を理解すること

ができる。 
･･･ 
取消事由２３（サポート要件違反に関する判断の誤り）について 
･･･上記３（取消事由２１）で検討したとおり，発明の課題は，必ずしも明細書

の特定の欄に記載されていなければならないとはいえないから，本件特許明細

書につき，段落【０００７】ないし【０００９】に記載された課題を解決する

手段を備えていないことを理由に，発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて

特許を請求したものであるということはできない。」 
 
（６）知財高判（４部）平成２１年８月１８日（平成２０年（行ケ）第１０３

０４号）判例タイムズ１３３１号２５２頁「樹脂配合用酸素吸収剤及びその組

成物」（滝澤孝臣 本多知成 浅井憲）（結論はサポート要件違反） 
 
「特許請求の範囲の記載が特許法３６条５項１号に定めるサポート要件に適合

するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明

の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に

記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆が

あるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識

に照らし，当業者において，当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを

検討して判断すべきものと解するのが相当である。 
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･･･本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂がエチレン－ビニルアルコール共重

合体である場合はともかく，その余の樹脂一般である場合についてまで，発明

の詳細な説明に，当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る程度

の記載ないし示唆があるということはできず，また，本件出願時の技術常識に

照らし，当業者において本件課題が解決されるものと認識し得るということも

できないといわざるを得ない。」 
 
（７）知財高判（１部）平成２１年１１月１１日（平成２０年（行ケ）第１０

４８３号）「ヘキサアミン化合物」（塚原朋一 東海林保 矢口俊哉）（結論はサ

ポート要件違反） 
 
「･･･特許法（現行法）３６条４項１号，６項１号所定の実施可能要件，サポー

ト要件等の具備は，特許権の発生要件であるから，出願人が立証責任を負うと

いうべきである（これに反する原告の主張は採用できない。）。 
･･･本件補正により実施例の化合物がクレームから除かれた結果，本願補正発明

の化合物（「Ａ」の部分につき実施例とは異なる構造を有するもの）の発光特性，

発光の寿命，保存安定性等の有機ＥＬ素子としての有用性につき，発明の詳細

な説明には記載がないことになるから，サポート要件を満たさないものという

べきである。」 
 
（８）知財高判（２部）平成２１年１２月１０日（平成２１年（行ケ）第１０

２７２号）「開き戸の地震時ロック方法」（中野哲弘 今井弘晃 真辺朋子）（結

論はサポート要件違反） 
 
「･･･本件特許発明１の特許請求の範囲の「自由端でない位置」につき，どの程

度の距離自由端から離れた位置であるのかにつき，発明の詳細な説明には一切

記載がないことから，本件特許発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明

とはいえず，特許法３６条６項１号に定める要件（いわゆるサポート要件）を

充たさないというほかない。 
･･･原告は，本件特許発明１の「自由端でない位置」には，「自由端に近接した

位置」を含み，これは発明の詳細な説明に記載された範囲に含まれるのである

からサポート要件違反には該当せず，また「自由端に近接した位置」では十分

とはいえなくともわずかな効果はあるから，サポート要件違反はない旨主張す

る。 
しかし，本件特許発明１は，「自由端でない位置」（特許請求の範囲の記載）

にロック装置を取り付ける発明であるところ， 本件明細書には，「自由端から
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蝶番側へ離れた位置」にロック装置を取り付ける旨が記載されており，これは

地震時において，一定程度自由端から離れた位置に ロック装置を取り付けるこ

とで，そのような位置では自由端に比較して開き戸の動きが小さくなることを

利用して，ロックを確実に行うとするものである。そして，特許請求の範囲に

記載の「自由端でない位置」には，「自由端近傍」を含むものであって，明細書

に記載の「自由端から離れた位置」とは同義とすることができないのは上記ア

のとおりである。 
 さらに，「自由端近傍」にロック装置を取り付けた場合には，地震時の動きが

自由端と同様に大きいと判断されることから，そのような位置に置いてもロッ

クが確実になされることは，本件明細書には示されていない。」 
 
（９）知財高判（１部）平成２２年４月２７日（平成２１年（行ケ）第１０２

９６号）「赤身魚類の処理方法」（塚原朋一 東海林保 矢口俊哉）（結論はサポ

ート要件違反） 
 
「･･･特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特

許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に

記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明

の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもので

あるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照

らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討

して判断すべきものであり，サポート要件の存在は，特許出願人又は特許権者

が証明責任を負うと解するのが相当である。 
･･･特許請求の範囲に記載された本件特許発明は，明細書の発明の詳細な説明に

記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が前記課題を解決で

きると認識できる範囲のものではなく，明細書のサポート要件に適合するとは

いえない。」 
 
（１０）知財高判（４部）平成２３年２月１０日（平成２２年（行ケ）第１０

１５３号）「接着剤，接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造

方法」（滝澤孝臣 本多知成 荒井章光）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「･･･本件発明は，かかる従来技術の問題点に対し，〔１〕高接着力で信頼性が

高い接着剤を提供し，さらにロットばらつきが発生せず，高い歩留まりで良品

を量産可能とする接着剤を提供すること及び〔２〕接着剤の保管時や使用時の

シランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与えるととも
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に，接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤を提供する

ことを，その目的として指摘している。 
 ･･･本件発明１の効果，すなわち，〔１〕高接着力でロットばらつきが発生せ

ず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び〔２〕

保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定

性を与える接着剤が提供されたことについては，いずれも比較例と実施例との

対照において具体的に開示されているということができる。」 
 
（１１）知財高判（３部）平成２３年２月２８日（平成２２年（行ケ）第１０

１０９号）判例時報２１２３号１１６頁、判例タイムズ１３８５号２６０頁「ア

ミノシリコーンによる毛髪パーマネント再整形方法」（飯村敏明 中平健 知野

明）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比し，「特許

請求の範囲」に記載された本願発明が，「発明の詳細な説明」に記載・開示され

た 技術的事項の範囲のものであるか否か，すなわち，還元処理の前にアミノシ

リコーンミクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を毛髪に適用し

て前処 理をし，その後還元用組成物により還元処理をするとの本願発明が，ア

ミノシリコーンを含有する還元用組成物により還元処理をするという従来技術

と対比して，毛髪の劣化の程度の緩和等の作用効果を実現し，課題を解決し得

ることが，「発明の詳細な説明」に記載・開示されているか否かについて，検討

する。 
･･･実施例２，３においても，アミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する

前処理用化粧料組成物を毛髪に適用した場合とそうでない場合が比較され，本

願発明の効果が示されている･･･特許請求の範囲に記載された発明が･･･発明の

詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範

囲のものであるということはできないと判断した点に，誤りがある。」 
 
（１２）知財高判（２部）平成２３年４月２６日（平成２２年（行ケ）第１０

２５２号）「音響波方式タッチパネル」（塩月秀平 真辺朋子 田邉実）（結論は

サポート要件違反） 
 
「特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請

求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載

された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである
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か否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし

当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して

判断すべきものである（知財高裁大合議部判決平成１７年１１月１１日〔平成

１７年（行ケ）１００４２号〕参照）。 
･･･このような５つの具体例から，音響波減衰を低減できるという本願発明の効

果が得られる範囲として，ＢａＯの含有量が１．５重量％以下であることが裏

付けられているとはいえない。」 
 
（１３）知財高判（３部）平成２３年９月７日（平成２２年（行ケ）第１０２

２５号）「餅」（飯村敏明 八木貴美子 知野明）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「（イ）本件発明１の構成Ｆに係る数値範囲全てにおいて所望の効果が得られる

かにつき･･･構成Ｆに係る数値範囲の全てにおいて所望の効果が得られている

といえ，シャフトの材質，コアワイヤの形状・材質等のその他の条件とは無関

係に同効果が奏されるといえるから，原告の主張は理由がない。」 
 
（１４）知財高判（４部）平成２３年１２月２２日（平成２２年（行ケ）第１

００９７号）「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」（滝澤孝

臣 高部眞規子 井上泰人）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，

一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，

発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，

ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，

当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にそ

の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有す

るものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるために

は，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決 できることを当業者

において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６

条６項１号の規定する明細書のサポート要件が， 特許請求の範囲の記載を上記

規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請

求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利

が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産

業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになる

からである。 
 そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か
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は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当 業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲

内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技

術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか

否かを検討して判断すべきものである。 
･･･本件発明の目的は，飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用

いることにより簡便に固定化できる方法を提供することであり，上記のとおり，

重金属固定化能試験に関する発明の詳細な説明の記載により，当業者は，本件

発明の課題を解決できると認識できるものといえる。」 
 
（１５）知財高判（４部）平成２４年４月２５日（平成２３年（行ケ）第１０

１３６号）「楽音データ再生装置」（滝澤孝臣 井上泰人 荒井章光）（結論はサ

ポート要件を満たす） 
 
「なお，本件発明は，繰り返し再生に関し，終端部に由来する無音部分によっ

て生じる課題に対応する構成が特許請求の範囲として記載されているものであ

り，先端部のデコード遅れにより生じる無音部分に係る課題に対応する構成が

特許請求の範囲として記載されているものではない。しかし，サポート要件は，

「特許を受けようとする発明」が「発明の詳細な説明に記載したもの」である

ことを要求するものであり，「発明の詳細な説明に記載したもの」が「特許を受

けようとする発明」として記載されていることを要求するものではないから，

そのことをもって，発明の詳細な説明に記載されていない発明を特許請求の範

囲に記載したものということができないことは明らかであって，請求項１を引

用する請求項４の発明（本件発明）が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載

したものではないということはできない。原告の主張は採用できない。」 
 
（１６）知財高判（１部）平成２４年９月２７日（平成２３年（行ケ）第１０

２６３号）「銅及び銅合金の表面処理剤」（飯村敏明 八木貴美子 小田真治）（結

論はサポート要件を満たす） 
 
「前記のとおり，本件特許の優先日当時，イミダゾール化合物あるいはベンズ

イミダゾール化合物とコンプレクサン化合物を含むキレート剤を含有する水溶

液からなる銅及び銅合金の表面処理剤は周知であり，本件発明は，上記表面処

理剤に鉄イオンを添加することにより課題を解決したものということができる。

そして，本件訂正明細書には実施例が複数記載され，本件発明の課題を解決す
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ることができることが具体的に示されている。･･･本件発明に係る特許請求の範

囲の記載は，発明の詳細な説明において開示されている技術的事項の範囲を超

えているとはいえない。」 
 
（１７）知財高判（３部）平成２４年１２月２５日（平成２４年（行ケ）第１

００９４号）「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」

（芝田俊文 西理香 知野明）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題とその課題を解決

する手段，その具体例において課題が解決されたことが記載されている。した

がって，本件訂正後の特許請求の範囲の記載のうち，光沢面の表面粗度の上限

をマット面の表面粗度の上限と同一の３．０μｍとする点に係る部分は，サポ

ート要件（特許法３６条６項１号）を満たすものである。」 
 
（１８）知財高判（２部）平成２５年１月３１日（平成２４年（行ケ）第１０

０５２号）「光沢黒色系の包装用容器」（塩月秀平 池下朗 古谷健二郎）（結論

はサポート要件違反） 
 
「本件明細書には，昇温結晶化温度及び結晶化熱量について，特許請求の範囲

に記載された「シート層」の数値範囲を満たすことによって課題の解決が可能

であることを示す直接的な実施例等の記載がなく，これとは異なる測定対象に

係る数値しか記載されていない･･･成形温度のみならず，成形時間や延伸の程度

によっても，上記の物性値は変化するものと認められるのであって，当業者で

あっても，それらの物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることは

容易ではないと認められる。さらに，上記の物性値が変化しないような成形方

法や条件について，本件明細書には記載も示唆も認めない。 
以上のとおりであるから，本件発明２は，技術常識を参酌しても，発明の詳

細な説明によりサポートされているとは認められず，特許法３６条６項１号の

要件を満たさない。」 
 
（１９）知財高判（３部）平成２５年３月２９日（平成２４年（行ケ）第１０

３１２号）「液体インク収納容器，液体インク供給システムおよび液体インク収

納カートリッジ」（芝田俊文 岡本岳 武宮英子）（結論はサポート要件を満た

す） 
 
「･･･特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範
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囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された

発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ

り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，

また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明

の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断され

るものである。 
 上記の趣旨に照らすならば，「Ｎ－１型プリンタ」という特定の構成を有する

製品が，本件明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし３に含まれるか否か，

発明の詳細な説明に記載されているか否かは，当該特許請求の範囲の記載のサ

ポート要件充足性の問題には当たらないというべきである。」 
 
（２０）知財高判（４部）平成２５年４月１１日（平成２４年（行ケ）第１０

２９９号）「液体調味料の製造方法」（土肥章大 井上泰人 荒井章光）（P）結

論はサポート要件違反） 
 
「そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内

のものであるか否か，あるいは，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の

技術常識に照らし当該発明 の課題を解決できると認識できる範囲内のもので

あるか否かを検討して判断すべきものである。 
本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明におけ

る血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合

に，上記課題が解決されたことを示す記載はない以上，本件明細書の発明の詳

細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプ

チドを使用した場合を包含する本件発明１ないし５及び９が，液体調味料の風

味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず，ま

た，当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると

認識できることを認めるに足りる証拠もない。」 
 
（２１）知財高判（３部）平成２５年４月１７日（平成２４年（行ケ）第１０

２１１号）「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体」芝

田俊文 西理香 知野明）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「以上のとおり，本件訂正明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の課題と
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その課題を解決する手段，その具体例において課題が解決されたことが記載さ

れている。 
 したがって，本件発明は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された

ものであり，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満たすものである。」 
 

（２２）知財高判（２部）平成２５年５月９日平成２４年（行ケ）第１０２１

３号（第１事件），平成２４年（行ケ）第１０２２０号（第２事件）「像シフト

が可能なズームレンズ」（塩月秀平 池下朗 新谷貴昭）（結論はサポート要件

を満たす） 
 

「本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であって，

その記載により当業者が本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のも

のであるから，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１が記載されて

いるといえる。したがって，本件発明１についてサポート要件違反があるとい

うことはできない。」 
 
（２３）知財高判（２部）平成２５年６月１１日（平成２４年（行ケ）第１０

２７１号）「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」（塩月秀平 池下朗 新

谷貴昭）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「本件発明の属する技術分野において研究開発（文献解析，実験，分析，製造

等を含む）のための通常の技術的手段を用い，通常の創作能力を発揮できる者

（当業者）が，明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識，特に，手

振れの検出用のセンサに係る技術常識とに基づき，本件発明１～９の「励振さ

れた振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置」を理解

することができる程度に，発明の解決しようとする課題 （目的）及び作用効果

の範囲内で，本件発明１～９の装置が，発明の詳細な説明に記載されているも

のといえる。」 
 
（２４）知財高判（４部）平成２５年６月２７日（平成２４年（行ケ）第１０

２９２号）「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」（土肥章大 大鷹一郎 齋

藤巌）（結論はサポート要件違反） 
 
「２ 取消事由１（サポート要件に係る判断の誤り）について 
(1) 法３６条６項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適 
合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受け
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ようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定してい

る。特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，

一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，

発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，

ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，

当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にそ

の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有す

るものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるために

は，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者

において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６

条６項１号が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明

の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開され

ていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆

からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，

上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。 
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の

ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常

識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か

を検討して判断すべきものであり（前記知財大合議判決参照），この点に関する

原告の主張は，採用することができない。･･･ 
請求項１に記載された粘着剤は，発明の詳細な説明に記載された事項及び本

件出願時の技術常識に基づき，当業者が本願発明の前記課題を解決できると認

識できる範囲のものであるということもできない。」 
 
（２５）知財高判（４部）平成２５年９月２６日（平成２４年（行ケ）第１０

４５１号）「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」（富田善範 大鷹一郎 齋

藤巌）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲

の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発

明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により

当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，

また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に
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照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検

討して判断すべきものと解される。 
･･･本件明細書に接した当業者は，その発明の詳細な説明の記載及び本件出願時

の技術常識に照らし，中間膜にナトリウム及びカリウムの両方を含有し，その

含有量が本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）に規定する上限値である場

合においても，耐湿性等の合わせガラス用中間膜としての基本的な性能に優れ，

かつ，帯電防止性に優れた合わせガラス用中間膜を提供するという本件発明１

の課題を解決できることを認識できるものと認められる。」 
 
（２６）知財高判（４部）平成２５年１１月２１日（平成２５年（行ケ）第１

００３３号）「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」（富田善範 大鷹一郎 田

中芳樹）（結論はサポート要件を満たす） 
 

「特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，特許を受けよう

とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要件とし，発明の

詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を

排除しているのであるから，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合する

か否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許

請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明

の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる

範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当 
業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範

囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。 
･･･本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明から想定できる主プレート

と補助プレートの構成について記載された発明であって，その記載により当業

者が本件発明１の課題を解決できると認識できる範囲のものである。」 
 
（２７）知財高判（３部）平成２６年１１月２０日（平成２６年（行ケ）第１

００５２号）「一種，またはそれ以上の有効成分を含んでなるアミン反応化合物」

（石井忠雄 西理香 神谷厚毅）（結論はサポート要件違反） 
 
「特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請

求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載

された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである

か否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし
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当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して

判断すべきである。 
･･･本願発明の課題を解決するには，香料成分生成の速度がほどよく遅延して，

香りの残留性が改良されることが必要であると解されるところ，本願明細書【０

１２５】ないし【０１３１】には，芳香物質の生成の機序が記載されているに

とどまり，その機序に従って反応生成物が分解され 芳香物質を生成する速度等

に関しては何ら記載されていない以上，本願明細書【０１２５】ないし【０１

３１】の記載をもって，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる程

度の開示があるものということはできない。」 
 
Ｄ サポート要件：類型４（課題解決手段の反映） 
 
（１）知財高判（４部）平成１９年１０月３０日（平成１９年（行ケ）第１０

０２４号）「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プローブ針とその

製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」（田中信義 石原直樹 

杜下弘記）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号の要件（以下「サポート要

件」 という。）に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説

明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明

に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題

を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆が

なくとも当業 者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると

認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，以下，

本件についてこの点 を検討する。 
･･･原告は，請求項２の前段部分の記載において，本件発明２のプローブ針の

押圧対象である電極パッドの厚さに限定がないことから，本件発明２のプロー

ブ針がすべての厚みの電極パッドに作用効果を奏することが，発明の詳細な説

明に記載されている必要があるとの理解を前提とし，そのような効果を奏する

プローブ針は，発明の詳細な説明に記載されていないと主張する。しかしなが

ら･･･採用することはできない。 
･･･請求項２及び３に記載された発明は，いずれも本件明細書の発明の詳細な説

明に記載された発明であり，発明の詳細な説明の記載及び出願（本件において

は優先日）当時の技術常識により当業者が当該発明の課題を解決できると認識

できる範囲のものであるというべきであるから，サポート要件を満たす。」 
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（２）知財高判（１部）平成２３年７月２０日（平成２２年（行ケ）第１０３

７２号）「プラスチック中空標示器」（中野哲弘 東海林保 矢口俊哉）（結論は

サポート要件を満たす） 
 
本件特許の請求項１には，本件特許の技術的課題のうち①及び③の課題を解

決する構成が記載されていて，それによって，「極めて軽量になり，運搬時およ

び設置時における現場作業者の負担が大幅に軽減される」こと，及び「保管ス

ペースなどを大幅に削減することができ，その結果経済的負担が低減される」

という段落【００１６】に記載された効果を奏することができるのであって，

本件特許の請求項１の記載は発明として完結しているものと認められるから，

同号違反になるものではなく，この点に関する原告の上記主張は採用すること

ができない。 
 
（３）知財高判（３部）平成２２年６月２９日（平成２１年（行ケ）第１０３

８６号）「シートベルト用ガイドアンカー」（飯村敏明 齊木教朗 武宮英子）（結

論はサポート要件を満たす） 
 
「原告は，〔１〕「より一層効果的に」かつ「より一層確実に」シートベルトの

車両前方への偏りを防止するとの本件特許発明１及び２の課題を達成するため

には，シートベルトの車両前方への移動を抑制するに足りる反力Ｆ２を確実に

発生させることができるよう，（ａ）要件（傾斜角（θ１）を最適に設定するこ

と）及び（ｂ）要件（車両後方側縁を微小径のＲ部（丸状部）又はエッジ部（尖

端）に形成すること〔別紙「本件明細書参考図 面」【図１】（ｂ）参照〕）が必

要である，〔２〕しかし，本件特許発明１及び２においては，（ａ）要件及び（ｂ）

要件に係る技術的事項が特定されていない，〔３〕よって，本件特許発明１及び

２は，車両衝突時等の緊急時にシートベルトの偏りを「より一層効果的に」，か

つ「より一層確実に」防止することができず，発明の詳細な説明において，当

該発明の課題を解決できると認識できるように記載された範囲を超えているか

ら，法３６条６項１号に違反している，と主張する。  
 しかし，原告の主張は，理由がない。 
 すなわち，甲６（段落【００３６】）によれば，本件特許発明１又は２は，従

来技術が想定しているような通常のシートベルトの引出しよりも一層急激にシ

ートベルトが引き出された場合にも，反力（Ｆ２）により，シートベルトのガ

イド孔での車両前端側への移動が抑制されるものであって，従来技術との対比

においては，シートベルトの偏りをより一層効果的に，かつより一層確実に防

止することができ，少なくとも，車両後方側縁が通常のシートベルト挿通方向
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に対して相対的に傾斜してさえすれば，十分に発明の目的を達成し得る旨が記

載されている。したがって，本件特許発明１及び２の特許請求の範囲の記載が，

発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものではなく，法３６条６項１号に

違反しない」 
 
（４）知財高判（３部）平成２３年２月２８日（平成２２年（行ケ）第１０２

２１号）「記録媒体用ディスクの収納ケース」（飯村敏明 中平健 知野明）（結

論はサポート要件を満たす） 
 
「原告は･･･発明の課題を解決するための手段としてのボス部の構成が請求項

に反映されていないことから･･･特許法３６条１項１号の規定に違反するもの

ではないとした判断は誤りであると主張する。･･･ 
ボス部（中央固定部）が特定の構造のものでなければ ケースの厚みを５．２

ｍｍ程度に薄くすることができないと解する合理的根拠は認められない。その

ため，訂正明細書には，実施例として図３しか示されていないが，訂正明細書

に接した当業者は，図３と異なる形状であっても，記録媒体用ディスクの中央

孔に対して着脱自在に嵌るとの構成を備えつつ，保持板とカバー体からなるケ

ースの厚さが略５．２ｍｍとなるようなボス部を形成できることを，認識し得

るものと推認される。 
･･･訂正明細書の発明の詳細な説明には，図３の形状に限らず，記録媒体用ディ

スクの中央孔に対して着脱自在に嵌まるボス部についての技術的事項が記載さ

れているものと認められ，前記の特許法３６条１項１号の趣旨に照らし，特許

請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えている

ものとは認められない。」 
 

（５）知財高判（１部）平成２６年９月１１日（平成２５年（行ケ）第１０３

２１号）「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」（設樂隆一 大寄麻代 大須

賀滋）（結論はサポート要件を満たす） 
 

「ア 特許制度は，明細書に開示された発明を特許として保護するものであり，

明細書に開示されていない発明までも特許として保護することは特許制度の趣

旨に反することから，特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件が定めら

れたものである。したがって，同号の要件については，特許請求の範囲に記載

された発明が，発明の詳細な説明の欄の記載によって十分に裏付けられ，開示

されていることが求められるものであり，同要件に適合するものであるかどう

かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求
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の 範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であるか，すな

わち，発明の詳細な説明の記載と当業者の出願時の技術常識に照らし，当該発

明における課題とその解決手段その他当業者が当該発明を理解するために必要

な技術的事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かを検討して判断すべ

きものと解される。 
･･･本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記

載された本件発明の課題とその解決手段その他当業者が本件発明を理解するた

めに必要な技術的事項が記載されているものといえる。」 
 
Ｅ サポート要件と実施可能要件の関係 
 
（１）知財高判（１部）平成１７年１０月１９日（平成１７年（行ケ）第１０

０１３号）「体重のモジュレータ」（篠原勝美 青柳馨 宍戸充） 
 
「3 取消事由 4(特許法 36 条 6 項 1 号の記載要件の判断の誤り)について (1) 特
許法 36 条 6 項 1 号の記載要件は,特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明に

よる裏付けがあるか否かという問題であり,上記 2 の同条 4 項の記載要件の議論

とは,いわば表裏一体の問題ということができる。」 
 
（２）知財高判（４部）平成１９年３月１日（平成１７年（行ケ）第１０８１

８号）「タキソールを有効成分とする制癌剤」（塚原朋一 高野輝久 佐藤達文） 
 
「一般に，医薬についての用途発明においては，物質名や化学構造からその有

用性を予測することは困難であって，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，

製剤化のための事項がある程度記載されていても，それだけでは，当業者は当

該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることはできず，発

明の課題が解決できることを認識することはできないから，さらに薬理データ

又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してその用途の有用性を裏

付ける必要があるというべきである。そして，その裏返しとして，特許請求の

範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには，特許請求の範

囲の記載は，特許法３６条５項１号が規定するいわゆるサポート要件に違反す

るということになる。 
 これを本件についてみるのに，発明の詳細な説明には，３時間のタキソール

投与量が１３５ないし１７５ｍｇ／ｍ２の範囲については，卵巣癌に罹患した

患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載があるということができるとして

も，上記（３）のとおり，３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ２を超
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えるものについては，その有効性や安全性を裏付ける記載がないから，本件特

許発明２及び３は，その有効性，安全性を確認することができる具体的データ

が発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならないし，また，卵

巣癌以外の固形癌及び白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付け

る記載もないから，本件特許発明２は，さらに，その有効性や安全性を確認す

ることができる具体的データも発明の詳細な説明に記載されていないといわな

ければならない。」 
 
（３）知財高判（３部）平成２２年１月２８日（平成２１年（行ケ）第１００

３３号判決）判例タイムズ１３３４号１５２頁「性的障害の治療におけるフリ

バンセリンの使用」（飯村敏明 大須賀滋 齊木教朗） 
 
「１ 法３６条４項１号と同条６項１号の関係について 
（１）法３６条４項１号と６項１号の各規定の趣旨 
 法３６条は，特許出願をする際に提出する願書に記載すべき事項について要

件を定めているが，このうち，願書に添付する明細書の「発明の詳細な説明」

に係る記載に関しては法３６条４項１号が，願書に添付する「特許請求の範囲」

に係る記載に関しては同条６項１号等が，それぞれ記載すべき要件を峻別して

規定している。 
 すなわち，法３６条４項１号は，「発明の詳細な説明」の記載については，「発

明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の 
分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必

要な事項」（特許法施行規則２４条の２）により「その発明の属する技術の分野

に おける通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確か

つ十分に記載したものである」ことを，その要件として定めている。同規定の

趣旨は， 特許制度は，発明を公開した者に対して，技術を公開した代償として

一定の期間の独占権を付与する制度であるが，仮に，特許を受けようとする者

が，第三者に 対して，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の

発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく，また，

発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく，独占権の付

与を受けることになるのであれば，有用な技術的思想の創作である発明を公開

した代償として独占権 が与えられるという特許制度の目的を失わせることに

なりかねず，そのような趣旨から，特許明細書の「発明の詳細な説明」に，上

記事項を記載するよう求めたものである。 
 これに対して，法３６条６項１号は，「特許請求の範囲」の記載について，「特

許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要



参考資料３  
 

 

43 
 

件としている。同号は，特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専

有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した「特許請求の範

囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（法６８条，

７０条１項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に，「特許請求

の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲

を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与する

ことになれば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与す

るという特許制度の目的を逸脱するため，そのような特許請求の範囲の記載を

許容しないものとした。例えば，「発明の詳細な説明」における「実施例」等の

記載から，狭い，限定的 な技術的事項のみが開示されていると解されるにもか

かわらず，「特許請求の範囲」に，その技術的事項を超えた，広範な技術的範囲

を含む記載がされているような場合には、同号に違反するものとして許されな

い。 
 このように，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，

「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，広すぎる独占権の付与を排除する

趣旨で設けられたものである。  
（２）法３６条６項１号への適合性判断について 
「特許請求の範囲の記載」が法３６条６項１号に適合するか否か，すなわち「特

許請求の範囲の 記載」が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記

載したものである」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の

詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要

となる。そして，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載に関し

てその要件を定めた規定であること，及び，発明の詳細な説明において開示さ

れた技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除するために設けられた

規定であることに照らすならば，同号の要件の適合性を判断する前提としての

「発明の詳細な説明」の開示内容の理解の在り方は，上記の点を判断するのに

必要かつ合理的な方法によるべきである。他方，「発明の詳細な説明」の記載に

関しては，法３６条４項１号が，独立して「発明が解決しようとする課題及び

その解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び

「（発明の）実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」との要件

を定めているので，同項所定の要件への適合性を欠く場合は，そのこと自体で，

その出願は拒絶理由を有し，又は，独立の無効理由 （特許法１２３条１項４号）

となる筋合いである。そうであるところ，法３６条６項１号の規定の解釈に当

たり，「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独

占権の付与を排除する」という同号の趣旨から離れて，法３６条４項１号の要

件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは，同一
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事項を二重に判断することになりかねない。仮に，発明の詳細な説明の記 載が

法３６条４項１号所定の要件を欠く場合に，常に同条６項１号の要件を欠くと

いう関係に立つような解釈を許容するとしたならば，同条４項１号の規定を，

同条６項１号のほかに別個独立の特許要件として設けた存在意義が失われるこ

とになる。 
 したがって，法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲

の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範

囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，

例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１

号の 判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈

しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさて

おき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するの

と全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。 
 
 ･･･審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明

において， 薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，そ

の用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段

の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，

必要不可欠な条件（要件）ということはできない。法３６条６項１号は，前記

のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請

求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超

えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられ

た規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手 
法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に

記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合

目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細

な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解する

ことで足りるというべきである。 
 したがって，審決が，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべ

き程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている」よう

に記載されていない限り，特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号に規定

する要件を満たさないとした部分は，常に妥当するものではなく，そのことの

みを理由として，法３６条６項１号に反するとした判断は，特段の事情があれ

ばさておき，このような特段の事情がない限りは，理由不備があるというべき

である。」 
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（４）知財高判（４部）平成２５年４月１１日（平成２４年（行ケ）第１０２

９９号）「液体調味料の製造方法」（土肥章大 井上泰人 荒井章光） 
 
(1)  実施可能要件について 

特許法３６条４項１号は，発明の詳細な説明の記載は「その発明の属する技

術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に

明確かつ十分に，記載したもの」でなければならないと規定している。 
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施

につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術

的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。特許法３６条４項１

号が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容

易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合

には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する

独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。 
そして，方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をする行為を

いうから（特許法２条３項２号），方法の発明については，明細書にその発明の

使用を可能とする具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明

細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使

用することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということがで

きる。また，物の発明における発明の実施とは，その物の生産，使用等をする

行為をいうから（同項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する

方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細

書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造す

ることができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。 
本件発明１ないし８は，いずれも方法の発明であるが，･･･本件明細書の発明

の詳細な説明には，これに接した当業者が本件発明１ないし８の使用を可能と

する具体的な記載があるといえる。 
また，本件発明９は，本件発明１ないし８のいずれかの方法により製造した

液体調味料という物の発明であるが，以上のとおり，本件明細書の発明の詳細

な説明には，これに接した当業者が本件発明１ないし８の使用を可能とする具

体的な記載がある以上，当業者は，本件発明９を製造することができるものと

いえる。 
･･･ 
(1) サポート要件について 
特許法３６条６項１号には，特許請求の範囲の記載は，「特許を受けようとす

る発明が発明の詳細な説明に記載したもの」でなければならない旨が規定され
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ている。 
特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，

一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，

発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，

ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，

当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にそ

の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有す

るものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるために

は，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者

において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法

３６条６項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を

上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特

許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な

権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいて

は産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することに

なるからである。 
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内

のものであるか否か，あるいは，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の

技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ

るか否かを検討して判断すべきものである。 
･･･ 
したがって，本件発明においては，血圧降下作用を有する物質が混合され，

上記のように加熱処理された液体調味料の風味変化が改善されるのであれば，

その課題が解決されたものとみて差し支えないといえる。 
･･･ 

以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に，コーヒー豆抽出物及びγ

－アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料

に混合して加熱処理した場合の実施例があり，それにより液体調味料の風味変

化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとし

ても，これらは，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有す

る物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に，液体調味料の風味変化

の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはな

らない。 
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その他，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発

明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理を

した場合に，上記課題が解決されたことを示す記載はない以上，本件明細書の

発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ

阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明１ないし５及び９が，液体調

味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはい

えず，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決

できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。 
 

（５）知財高判（４部）平成２４年４月１１日（平成２３年（行ケ）第１０１

４６、１０１４７号） 判例時報２１５４号１０５頁、判例タイムズ１４０５号

３３９頁「医薬」（滝澤孝臣 井上泰人 荒井章光） 
 
「(1) 実施可能要件について 
ア 本件各発明に適用される実施可能要件について 
本件特許は，平成９年１２月２６日出願に係るものであるから，法３６条４

項が適用されるところ，同項には，「発明の詳細な説明は，…その発明の属する

技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度

に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定している。 
特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施

につき独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術

的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法３６条４項が上記

のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその

実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発

明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権

利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。 
そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をするこ

とをいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を

製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなく

ても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物

を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということ

ができる。 
･･･ 
(2) サポート要件について 
ア 本件各発明に適用されるサポート要件について 
本件特許は，平成９年１２月２６日出願に係るものであるから，法３６条６
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項１号が適用されるところ，同号には，特許請求の範囲の記載は，「特許を受け

ようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」でなければな

らない旨が規定されている（サポート要件）。 
特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，

一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，

発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，

ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，

当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にそ

の効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有す

るものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるために

は，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者

において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６

条６項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記

規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請

求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利

が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産

業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになる

からである。 
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内

のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術

常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否

かを検討して判断すべきものであるところ，前記１(2)に認定のとおり，本件各

発明は，糖尿病治療に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られ

ず，あるいは副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受性増強

剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促進作用等を有

するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あ

るいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピ

リドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから，ピオグリタ

ゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はグリメピリドとを組み

合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖

尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術

的思想とするものであるといえる。」 
 



参考資料３  
 

 

49 
 

（６）知財高判（２部）平成２４年１０月２９日（平成２４年（行ケ）第１０

０７６号）「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」（塩月秀平 真辺朋子 

田邉実） 
 
「しかし，発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る

組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法 36 条 4 項 1
号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特

許法 36 条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根

拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告

の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。」 
 
（７）知財高判（４部）平成２４年１０月３１日（平成２３年（行ケ）第１０

２７６号）「核酸の合成方法」（土肥章大 井上泰人 荒井章光） 
 
「２ 取消事由１（実施可能要件及びサポート要件に係る判断の誤り）について 
（１）実施可能要件について 
･･･法３６条４項が上記のとおり規定する趣旨は，明細書の発明の詳細な説明に，

当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されて

いない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法

の規定する独占的権利を付与する 前提を欠くことになるからであると解され

る。 
 そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をする行

為をいうから（特許法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を

製造する方法についての具体的な記載が必要であり･･･そのような記載がなく

ても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物

を製造･･･することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすというこ

とができる。 
イ 本件発明１は，前記１（２）イに説示のとおり，本件明細書の記載及び本

件出願日当時の当業者の技術常識に従えば，前記１（２）イ（ア）ないし（ク）

に 記載の反応１ないし８が生じ，その結果，反応５及び７において「１本鎖上

に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸」が合成されるものと認められる。 
 したがって，本件発明１は，いずれも本件明細書及び本件出願日当時の技術

常識に照らして当業者が使用可能であると認められる。･･･ 
（２）サポート要件について 
･･･法３６条６項１号の規定する明細書のサポート要件が， 特許請求の範囲の

記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発
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明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排

他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，

ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨 に反する

ことになるからである。 
 そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否か

は，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内

のものであるか否か，あるいは，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の

技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであ

るか否かを検討して判断すべきものである。 
イ これを本件発明についてみると、本件明細書は，前記１（１）キに記載の

とおり，本件発明１における核酸の合成反応及び技術的思想に関する詳細な説

明を記載しており，本件発明３については，以上に加えて前記１（１）シに，

それぞれその構成及びその技術的意義に関する詳細な説明を記載しており，こ

れらの記載は，いずれも当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるも

のであると認められる。 」 
 
Ｆ 発明の課題の認定 
 
（１）知財高判（２部）平成２１年９月２９日（平成２０年（行ケ）第１０４

８４号）「無鉛はんだ合金」（中野哲弘 森義之 澁谷勝海）（結論はサポート要

件を満たす） 
 
「確かに，数値限定に臨界的な意義がある発明など，数値範囲に特徴がある発

明であれば，その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がな

ければ，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる

と認識できない場合があり得る。 
しかし，本件全証拠によるも，本件優先権主張日前に「Ｓｎを主として，こ

れに，ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され，

流動性が向上した」発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存

したとは認められないから，本件発明１の特徴的な部分は，「Ｓｎを主として，

これに，ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され，

流動性が向上した」ことにあり，ＣｕとＮｉの数値限定は，望ましい数値範囲

を示したものにすぎないから，上記で述べたような意味において具体的な測定

結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」 
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（２）知財高判（４部）平成２４年１１月７日（平成２３年（行ケ）第１０２

３５号）「有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MX の錯体」（土肥章大 井

上泰人 荒井章光）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「３ 本件発明の課題について 
･･･本件出願日当時における技術水準は，理論上，燐光を発する有機金属化合物

を発光材料として発光層に使用することにより，有機発光デバイスの発光効率

を改善することができるにもかかわらず，極めて多数にわたる有機金属化合物

のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られた特定のもの

しか知られていないというものであり，これらの有機金属化合物のうちの１例

を除いてごく低いＥＬ効率を示すにとどまっていた以上，当該１例（Ｉｒ（ｐ

ｐｙ）３）が８％というＥＬ効率を示していたとしても，有機発光デバイスの

発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ることは，本

件出願日当時において，それ自体，解決すべき技術的課題として成立し得るも

のであったと認められる。 
そして，本件明細書には，本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていな

いが，本件明細書は，上記技術水準を前提として，本件発明について，有機発

光デバイスの発光層として用いることができる組成物であって，本件出願日当

時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているものであ

るから，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光

を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。 
他方，本件明細書には，先行技術（甲１）によるＥＬ効率や，これと同等以

上のＥＬ効率を発揮することの意義等についての具体的な記載は何ら見当たら

ず，本件明細書は，本件発明について，本件出願日前に達成されていたものと

比較してより高いＥＬ効率を発揮する組成物として説明するものとは認められ

ない以上，本件発明は，本件出願日前に達成されていたものと比較してより高

いＥＬ効率を発揮することなどを課題としているものとは認められない。」 
 
（３）知財高判（１部）平成２６年９月２５日（平成２６年（行ケ）第１００

０８号）「エレクトロポレーション法による外来遺伝子導入法」（設樂隆一 大

寄麻代 大須賀滋）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「原告は，実施例２４のサンプル１９３は，本件発明１の電場強度及び熱量強

度の範囲内であるにもかかわらず，遺伝子導入効 率が３９％でしかなく，その

他にも，本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，
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生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上ではないサンプルが，４ｍｍキュベッ

ト及び２ｍｍキュベットを用いた実施例で合計２６サンプル（サンプル１９３

を含む。）存在することを指摘し，本件発明で特定された 電場強度及び熱量強

度は，本件発明の作用効果を得ることのできないものであると主張する。 
（１）しかし，前記１（２）アのとおり，本件発明は，生存率及び遺伝子導入

効率の向上及びランニングコストの低減を解決課題とする発明であり（本件明

細書 の段落【０００７】，【００１０】），生存率及び遺伝子導入効率を８０％以

上とすることを解決課題とする発明ではなく，かえって，本件明細書の段落 【０

０４０】においては，「以下の結果において，Ｈｅｌａ細胞（判決注：実施例に

おいて用いられた細胞であり，ヒト子宮頸癌細胞の株化細胞）については，生

存率と遺伝子導入効率が両方とも４０％以上の条件は好適であると判定でき

る。」とも記載されているのであり，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上と

ならないサンプルが存在することは，本件発明の課題解決や作用効果を否定す

る理由とはならない。なお，前記１（２）エ（イ）のとおり，本件発明の進歩

性は，「格別顕著な効果」を有しなくても否定されるものではないから，進歩性

を認めるために，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上となることが必要と

されるものでもない。また，そもそも，細胞のような生体を対象とする実験に

おいては，具体的な実験環境等によって結果にばらつきが生じることはあり得

ることであり，本件のように多数の実験結果がある場合にそれらの全体的な傾

向に基づいて効果の評価を行うことはできても，そのうち一部の効果が低かっ

たからといって 直ちに発明が作用効果を奏しないということはできない。した

がって，原告の上記主張は，その前提において誤っており，採用することがで

きない。」 
 
Ｇ 発明のポイント 
 
（１）知財高判（２部）平成２１年３月３１日（平成２０年（行ケ）第１００

６５号）「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又

は予防剤」（中野哲弘 森義之 澁谷勝海）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「･･･発明として特定された技術事項について，その全範囲を実施例等として示

すことを求めるものではないのであって（それが現実的でないことは多言を要

しない），実施可能要件（法３６条４項１号）への適合性という観点では，明細

書の記載及び出願時における当業者の技術常識に照らし当業者において当該発

明を実施することが可能か否かを検討して判断すべきものであるし，明細書の

サポート要件（法３６条６項１号）への適合性という観点では，特許請求の範
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囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された

発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であり，発明の詳細な説明の記載

により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか

否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当

該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判

断すべきものである。 
･･･ 
本件特許明細書には，炭素源に係る発明特定事項以外の発明特定事項につい

て当業者が適宜の設定をすることが可能であることを示唆する記載があり，し

かも，選択吸着能は，（細孔容積が極小の場合を除き）その減少に応じて漸次発

現する特性がある旨の知見が公知であることを併せ考慮すれば，当業者は，本

件特許発明の規定する細孔容積の条件について，それ自体厳密な意味における

臨界的な意義を有するというよりも，選択吸着率を優れたものとするために孔

径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し，そのための一つの目安として「０．

２５ｍＬ／ｇ」との数値を規定したものとして理解することができるから，明

細書の記載上，殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとしても，当業

者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないという

ことはできない。 
したがって，この点に関する原告の主張は採用することができない。 

(ｲ) また原告は，実施例に記載された細孔容積の数値である「０．０４ｍＬ／ｇ」

よりも極端に小さいものについては，経口投与用吸着剤として有効に機能する

とは考え難い旨主張するが，細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障

があることは当業者において公知である以上，一般に吸着能を奏し得ない程度

に極小の細孔容積のものが実質的に本件特許発明に含まれるものでないことは

当業者において明らかというべきである。 
したがって，細孔容積の数値が極小であることに関して特段の記載がないと

しても，これにより当業者において本件特許発明の課題を解決できることにつ

いて認識できないということはできず，この点に関する原告の主張は採用する

ことができない。」 
 
（２）知財高判（１部）平成２２年７月２０日（平成２１年（行ケ）第１０２

４６号）「容器，溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム」（塚原朋一 東

海林保 矢口俊哉）（結論はサポート要件を満たす） 
 

「本件特許発明は，いずれも平成２０年１月１１日付け訂正審判請求が認めら

れたことにより，ハッチや貫通孔といった構成が加えられ，それによって，進
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歩性が認められたものである。上記各構成が加えられる前の本件特許発明は，

原告が本訴で問題としている，流路の有効内径の数値限定部分等を発明の本質

的事項の一部としていたといえるが，上記訂正により，同部分は，それによっ

て進歩性が認められる事項ではなく，単に望ましい構成を開示しているにすぎ

ないといえる。 
ウ以上を前提として，本件特許発明につき実施可能要件違反の有無を検討する

に，本件特許発明の目的の１つと解される「溶融金属を容器内から導出するた

めに必要な圧力を小さくすること」を達成するためには，溶融金属の重量，流

路の粘性抵抗等の条件を設定する必要があり，そのうち粘性抵抗については，

溶融金属の性状，ライニングの性質，表面粗さ等のパラメータによって決定さ

れ，溶融金属の重量やそれによる影響は，金属の種類や流路の長さ，流速等の

パラメータによって決定されるものである。 
そうすると，単に「溶融金属を導出するために必要な圧力を小さくする」と

の目的のみを達成するためであれば，流路の有効内径以外のパラメータも設定

する必要があることは自明であり，その限りにおいて，原告の主張は誤りでは

ない。 
しかしながら，「導出圧力の最小化」は，本件特許発明においては付随的な目

的にすぎない。この点を措くとしても，被告が主張するように，公道を介して

搬送する取鍋の内径は，取鍋を搬送するトラックの車幅との関係で，一定の限

度内に収まらざるを得ないのであり，また，そのトラックの車幅も，公道の幅

員等により，自ずから相当の限度内になるものということができる。この点に

つき，原告は，公道搬送可能な取鍋の大きさは千差万別である旨主張するが，

取鍋の標準的な大きさは一定の範囲で自ずから存在するものであり，逆に，単

に「望ましい」事項を記載しているにすぎない部分においても，あらゆる大き

さや種類のトラックに対して有効なすべてのパラメータを提供しなければなら

ないとするのでは，特許権者や出願人に過大な要求をするものであって，相当

ではない。 
また，作業に慣れた当業者（本件においては，溶融金属を取鍋等を用いて運

搬する者）が出湯を行う場合であれば，その出湯時間や速度に，大きな差があ

るとは考えられない。 
そして，溶融アルミニウムを流路や配管を通じて排出する場合に粘性抵抗が

あること自体は，当業者にとって自明であり，望ましいとされる流路の有効内

径が提供されれば，それを最大限に生かすべく，他の条件を設定するよう努め

るのは当然であって，ここで必要とされる試行錯誤が過度なものであるとは認

められない。また，導出圧力の最小化のみを目的とする場合の数値限定と，こ

れが単に付随的な目的にすぎない場合の数値限定では，必然的に相違が生じ，
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後者の場合には，他の条件との兼ね合いにより，当該目的達成の程度が変化す

ることは明らかである。 
エ以上からすれば，本件特許発明における，流路の有効内径に関する数値限定 
部分において，他のパラメータにつき記載がないことをもって，実施可能要件

に違反するということはできず，原告の主張は理由がない。」 
 
（３）知財高判（２部）平成２２年７月２８日（平成２１年（行ケ）第１０２

５２号）「押し棒を有する電気スイッチ」（中野哲弘 真辺朋子 田邉稔）（結論

はサポート要件を満たす） 
 

「（原告の主張） 
「バネ」に関して，本件特許の請求項１には明らかに上位概念が記載されて

いるにもかかわらず，発明の詳細な説明には上位概念に含まれる一部の実施例，

すなわちバネを利用して自動復帰する自動復帰形スイッチにおけるバネの働き

により構成ｅ－１，ｅ－２の機能・動作を実現し，かつ，作動部と接点保持部

を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成ｅ－３の機能・動作を実

現する第１，第２の実施例が記載されているだけであって，当該上位概念に含

まれる他の部分，すなわちバネが関与することなく構成ｅ－１，ｅ－２の機能・

動作を実現し，かつ，作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接

点具が開いて構成ｅ－３の機能・動作を実現する具体例，具体的構成が一切記

載されていない。 
（裁判所の判断） 
･･･ 
(1) 本願発明の意義 
･･･本件発明の課題，作用・効果からすると，本件発明において，構成要件ｅ

－１～ｅ－３が特に重要な事項であるといえる。このうち，構成要件ｅ－１及

びｅ－２は，電気スイッチの通常機能を規定しており，押し棒の押下により接

点具が電気回路を開き電気回路を遮断するといった電気スイッチの一般的な機

能を規定しているにすぎず，当該機能を発揮するものであれば構成要件ｅ－３

の機能を阻害しない限り具体的構造については問われないといえ，この点に特

別の技術的意義はないと考えられる。これに対し，構成要件ｅ－３は，作動部

と接点保持部とを分離した時に電気回路を開くための機能を規定し，それがバ

ネの作用によって達成される機能であることを規定したものであって，作動部

と押し棒の分離時には接点具が必ず開かれ電気回路が遮断されるようにして安

全管理上有利とするという課題との関係からすると，本件発明の技術的特徴を

有する部分であるということができる。 
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･･･構成要件ｅ－１及びｅ－２は電気スイッチの一般的な機能を規定するも

ので，本件発明の技術的特徴ではないと考えられるところ，特許法はそうした

部分についてまで，実施可能要件及びサポート要件として網羅的に実施例を開

示することを要求しているとは解されない，すなわち，構成要件ｅ－１及びｅ

－２の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないと

ころ，かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し，実施可

能要件及びサポート要件を問うことは適切ではないと解される。加えて，電気

スイッチに関し，構成要件ｅ－１及びｅ－２の機能にバネが関与するか否かに

着目して分類することが一般的であるとは認められず，原告独自の分類である

と解されることに照らすと，バネの関与なしに構成要件ｅ－１及びｅ－２を実

現し，バネの作用により構成要件ｅ－３を実現する構成が発明の詳細な説明に

具体的に記載されていないとしても，実施可能要件及びサポート要件違反であ

るということはできないから，原告の上記主張は採用することができない。」 
 
 
（４）知財高判（４部）平成２３年３月２４日（平成２２年（行ケ）第１０２

１４号）「高圧縮フィルタートウベール，およびその製造プロセス」（滝澤孝臣 

本多知成 荒井章光）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「･･･本件訂正発明１に係る特許請求の範囲の「外圧に対して少なくとも０．０

１ｂａｒの負圧がベールにかかっている」との規定は，ベールの形状を負圧に

よって制御するとの技術思想を表現したものということができる。 
 しかるところ，気候による大気圧の変動が想定されること，高圧縮したベー

ルの復元膨張力はかなり大きなものであり，しかも，ベールの圧縮率は様々な

もの が想定され，ベールの材料によっても変化するものであることから，ベー

ルの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められない

という状況の下で，本件訂正発明１は，実質的に負圧として取り扱える有意な

値を選択して発明の技術思想を表現するために，「少なくとも０．０１ｂａｒ」

という値の範囲を規定したものとみることができるものである。そして，本件

訂正発明１においては，ベールが梱包された後に，外圧に対して少なくとも０．

０１ｂａｒの 負圧がベールに掛かっているものであるところ，梱包した材料に

付加されている外圧が解放されることによって，発生していた少なくとも０．

０１ｂａｒとの負圧の値が更に大きくなるものであること，他方，本件訂正発

明１においては，トウが膨脹し続ける時間はせいぜい数時間であるところ（甲

２３），天候にも左右されるが，通常の気圧の日変化は０．０１ｂａｒには至ら

ないものであることに照らすと，ベールには，フィルタートウ材料が膨脹し，
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ベールに膨脹部分やくびれ部分が出現しないようにしなければならない間，外

圧に対しての負圧が掛かり続けるものであるということができる。 
 また，本件訂正明細書には，０．０１ｂａｒ又はその近辺ではないが，「少な

くとも０．０１ｂａｒ」との負圧の数値の範囲内の複数の実施例が開示されて

いる。 
（３）原告の主張に対する判断 
ア 原告は，本件訂正発明１は，負担と平坦度に係る数値限定により公知技術

との差違を導いたいわゆるパラメータ発明であるところ，本件訂正明細書の発

明の 詳細な説明によっては，当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

るものではないなどと主張する。しかしながら，上記のとおり，本件訂正発明

１は ベールの形状を負圧によって制御するとの技術思想を表すものであり，ま

た，その表現として「少なくとも０．０１ｂａｒ」との数値の範囲を併せて記

載したものであって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によって，当

業者が当該発明の課題を解決できると認識することができる範囲のものである

ということができ，これに反する原告の主張は理由がない。」 
 
（５）知財高判（４部）平成２３年９月２９日（平成２３年（行ケ）第１００

１０号）「ヒートポンプ式冷暖房機」（滝澤孝臣 高部眞規子 齋藤巌）（結論は

サポート要件を満たす） 
 
「ア 特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するものであるか否かに

ついては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明

の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が

解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その

程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者におい

て，当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきもの

と解するのが相当である。 
･･･発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明

の技術課題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということができ

る。･･･ 
 原告は，冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コンデンサーで凝縮を進め

るためには，いずれの運転条件においても，〔１〕追設コンデンサー入口の段階

で 冷媒が完全には液化しておらず，なお飽和状態にあること，〔２〕追設コン

デンサー内の冷媒温度が外気又は冷却水の温度よりも高いことの２点が必要と

なるところ，本件発明では，上記条件〔２〕を満たさない場合が存在すると主

張する。 
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 ･･･ヒートポンプ式冷暖房機について，冷房運転を実施する際の条件としては，

実施例１や本件意見書の例５のように既設コンデンサーの凝縮温度と外気温度

の差が大きな場合だけでなく，本件意見書の他の例のようにその温度差が小さ

な場合もあるのであって，かかる場合には，本件発明の上記効果を奏すること

ができない可能性があるといえる。 
 しかしながら，一般に，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な

説明に記載された実施例とは異なる条件で実施された場合にあっては，発明の

詳細な説明に記載された効果を奏しないことがあることは想定されるのであっ

て，全ての設計条件，環境条件の下で常にその効果が奏するものでないからと

いって，発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載され

た発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして，サポー

ト要件が否定されるべきものとはいえない。」 
 
（６）知財高判（４部）平成２５年６月６日（平成２４年（行ケ）第１０３６

５号）「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」（土肥章大 大鷹一郎 齋藤巌）

（結論はサポート要件を満たす） 
 
「本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各発明（請求項２及び３）の各構

成及びその実施例が記載されており（前記 １（１）イ），本件明細書に接した

当業者において，本件各発明の各構成を採用することにより，ブラシ単体の厚

みを均一とするのに熟練を要し，しかも，工程数が多く複雑な工程を要するた

め，一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題（前記１（１）ウ

〔１〕）を解決できると認識できるものと認められるから，本件各発明に係る本

件特許は，サポート要件に適合するというべきである。 
ア 原告は，請求項２及び３の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載

となっているが，発明の詳細な説明には，本件 各具体例の構成についての記載

はなく，本件出願時の技術常識に照らしても，本件各具体例の構成を備えた本

件各発明の範囲まで，発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし

一般化できるものではなく，また，本件具体例６の構成のように「溶着中の切

除」では，切除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので，ブラシ単

体の厚みが不均一になるという問題を解決できないはずであるが，本件明細書

には，それを回避する手段についての記載もないから，本件 各発明はサポート

要件に違反しており，これと異なる本件審決の判断は，誤りである旨主張する。 
 しかしながら，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する

か否かは，前記（１）で述べた基準により判断されるべきものであり，発明の

詳細な説明に，想定され得る全ての実施態様についての記載がないからといっ
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て，そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。」 
 
（７）知財高判（２部）平成２５年７月１６日（平成２４年（行ケ）第１０３

３２号）「アーク放電陰極，アーク放電電極及びアーク放電光源」（塩月秀平 池

下朗 新谷貴昭）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「また，なるほど，被告の指摘するとおり，本願発明の請求項１はスリットの

幅や長さ等を数値によって特定していない。しかしながら，「スリット」という

用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在するし，技術的思想として，第

１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開

口部との間でアーク放電が安定的に得ることが，本願明細書の発明な詳細な説

明に記載されているから，本願発明におけるスリットは，そのような目的を実

現できるだけの幅や長さに自ずと限定されるものと解すべきである。すなわち，

請求項１における「スリット」とは，基本的には，グロー放電を生起させるた

めに設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供

給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであっ

て，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能である。」 
 
（８）知財高判（１部）平成２５年７月１７日（平成２４年（行ケ）第１０３

００号）「可撓性ポリウレタン材料」（飯村敏明 八木貴美子 小田真治）（結論

はサポート要件を満たす） 
 
「本願発明１に係る特許請求の範囲の記載は，「構成ａないし構成ｆ」と「構成

ｇないし構成ｋ」からなる。このうち「構成 ｇないし構成ｋ」の部分は，「２

以下のホフマン引掻硬度試験結果，および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試

験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４－７９に準拠）のいずれか一方または両方の性質を呈

するか，または呈しない」と記載されており，その記載振りからも明らかなよ

うに，同記載部分は，発明の専有権の範囲を限定する何らの文言を含むもので

はないので，格別の意味を有するものではない。 
「構成ｇないし構成ｋ」の部分は，限定的な意味を有するものではないことか

ら，本願発明１の技術的範囲は，「構成ａないし構成ｆ」の記載によって限定さ

れる範囲であると合理的に解釈される。そして，本願明細書の段落【００４９】

【００５０】【００５９】ないし【００６１】並びに表３，表５及び表６には，

本 願発明１の構成ａないし構成ｆを充足する実施例１，１３及び１４が記載さ

れていると理解される。 
 以上のとおりであるから，本願発明１については，本願明細書の発明の詳細
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な説明において，「構成ｇないし構成ｋ」の部分に係る「要件ｂのみ」及び「要

件ｃ」を満足する具体例を記載開示しなかったことが，少なくとも，特許法３

６条６項１号の規定に反すると評価することはできない。」 
 
（９）知財高判（３部）平成２５年７月２４日（平成２４年（行ケ）第１０４

１８号）「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」（設樂隆一 西理香 神谷厚

毅）（結論はサポート要件を満たす） 
 
「･･･本件発明には，上記イ（本件明細書【０１００】，図１４）に記載した，

既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断して 撤去する構成のみならず，

既設下枠５６の室内側案内レール１１５を切断せず残存させる（撤去しない）

構成（背後壁固着要件を充足する構成）も含まれると解釈できるところ，本件

明細書には，既設下枠の室内側案内レールを残存させる（撤去しない）構成と

した上で，背後壁固着要件を充足する実施形態は記載されていない。 
 しかし，上記イに認定したところによれば，本件発明において，課題（ア）

及び（イ）を解決するためには，構成〔１〕及び〔２〕を採用すれば足り，既

設下枠の室内側案内レールを切断して撤去するかどうかは上記課題の解決には

関係しないし，室内側案内レールを切断して撤去しなければ本件発明の効果を

奏しないということもない。」 
 
 
（１０）知財高判（２部）平成２５年９月１０日（平成２４年（行ケ）第１０

４２４号）「船舶」（塩月秀平 池下朗 新谷貴昭）（結論はサポート要件を満た

す） 
 
「（１）特許法３６条６項１号についての審決判断 
･･･「非防爆エリア」という語は，当業者において「非危険区域」や「非危険区

画」と解釈すると，「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所（機

関室も含む）でもよいことになり，これは本件特許の明細書の趣旨からみて，

本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになり，

特許法３６条６項１号の規定に違背し，特許法１２３条１項４号の規定により，

無効とされるべきものである。 
･･･ 
第５ 当裁判所の判断 
･･･ 
（１）本件明細書【００３３】の記載事項 
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 本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，本件明細書の【００３

３】には，「また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気

機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。 
 ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられ

ている。しかしながら，当該記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限

定されるものではなく，舵取機室とは無関係な「非防爆エリア」の一般的な効

果として理解するというべきである。･･･そうすると，本件明細書の趣旨が全体

として舵取機室に主眼を置かれており，【００３３】の記載が操舵機室の効果を

文理上述べているとしても， 【００３３】の記載に接した当業者は，「各種制

御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果

であると理解することはなく，それとは別次元の，舵取機室には限定されない，

より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認

めることができる。そして，かかる 理解の下，「非防爆エリア」についても，

舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというというべ

きである。  
 よって，【００３３】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に

配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」と 
いう効果を奏する，独自の技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非

防爆エリア」は，【００３３】によってサポートされているというべきである。 
･･･バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，【０

０２８】に記載されているように，「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機

器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。

したがって，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的

思想は，バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想とは，着目点の

次元を異にしているものである。 
 バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【００

３３】によってサポートされている以上，本件明細書において，全体的には，

それとは次元の異なる技術的思想が示されていることや，それに比してバラス

ト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載がさほど多く

ないとしても，「非防爆エリア」に関する本件発明６のサポート要件の判断を左

右するものではない。 
 また，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと，これを「非防爆エ

リア」に配設することとは，次元を異にする別個の技術的思想であるから，前

者の 優位性を後者との関係で述べた【００２８】の記載が存在するとしても，

後者に関する記載の存在を無視すべきものではない。」 
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（１１）知財高判（２部）平成２５年９月１９日（平成２４年（行ケ）第１０

３８７号）「安定化された臭化アルカン溶媒」（塩月秀平 池下朗 新谷貴昭）（結

論はサポート要件を満たす） 
 
【請求項９】 
物品を洗浄する方法であって，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有

する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－

ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む

室温から５５℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方

法。 
 
「審決は，特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との発明特定

事項の有無により，課題が解決できない範囲が特許請求の範囲に含まれるか否

かを判断し，本件発明９及び１０は，発明の詳細な説明に記載された安定剤の

含有量の好適範囲の下限値を下回る場合には，本件発明の効果を奏さない蓋然

性が高いので，本件発明１～１０はサポート要件を満たさないと判断した。 
しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せ

を調査することにより，使用者及び環境に優しく，かつ，より高い温度で使用

した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリ－ス及び洗浄用

溶媒を提供するという課題を解決しようとする発明であることから，発明の詳

細な説明に開示された課題を解決するために使用する臭化ｎ－プロピルの安定

剤にかかる化学物質が，過不足なく特許請求の範囲に記載されていれば，サポ

ート要件を満たすというべきである。 
･･･ 

審決は，特許請求の範囲に臭化ｎ－プロピルと組み合わせる安定剤の下限値

が記載されておらず，当然にその効果を奏さないような，安定剤をごくわずか

しか含まないような配合量についての発明が本件発明９及び１０の範囲に形式

上含まれることをもって，本件発明９及び１０がサポート要件を満たさないと

判断した。しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピルを安定化する臭化ｎ－プロ

ピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって，

臭化ｎ－プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではない

ので，特許請求の範囲に，安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が

特定された記載されていないことを根拠に，本件発明９及び１０がサポート要

件を満たさないとすることはできない。」 
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Ｈ 実験成績証明書について 
 
（１）東京高判（１３民事部）平成１３年１０月３１日（平成１２年（行ケ）

第３５４号）「新規な官能化ペルフルオロポリエーテルとその製造方法」（篠原

勝美 長沢幸男 宮坂昌利）（結論は記載要件違反） 
 
「イ 次に，平成１０年１１月２０日付け意見書添付の実験報告書（甲第１６

号証）に原告主張のような記載があるとしても、本件明細書の発明の詳細な説

明中に本願発明の目的を達成するための手段が記載されているとは認められな

い本件においては、その記載不備を補うことにはならないというべきであるか

ら、これが本願発明の実施の容易性を基礎付けるものとはいえない。」 
 
（２）東京高判（１８民事部）平成１４年１１月２８日（平成１３年（行ケ）

第３３４号）「偏光フイルム及びその製造法」（永井紀昭 塩月秀平 古城春実）

（結論は記載要件を満たす） 
 

「２．請求人の主張･･･実施例１の延伸後のフィルムの厚さ１１μｍについて、

吐出時の厚さである５０μｍと吐出時のＰＶＡ濃度７重量％から計算した乾燥

後（延伸前）の厚さである３．５μｍが矛盾しており、たとえ乾燥後の厚さが

５μｍだとしても延伸によりフィルム幅が実際性を有しなくなるので、やはり

吐出時の「厚さ５０μｍ」には矛盾がある。･･･ 

４．当審の判断･･･原告は、吐出時のＰＶＡ濃度（７重量％）に基づき、乾燥後

で延伸前のフィルムの厚さによりフィルム幅を算定し、これに基づき明細書の

記載不備を主張するが、乾燥後のフィルム厚さについてした被告の実験結果（審

判乙第１１号証、本訴甲第１６号証）に特段の不自然な点は認められず、原告

主張の記載不備の存在を認めることはできない。」 

 
（３）東京高判（３民事部）平成１５年１０月２９日（平成１４年（行ケ）第

１８０号）「殺菌剤組成物」（北山元章 青栁馨 沖中康人）（結論は記載要件を

満たす） 
 
「本件についてみるに，本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は，被告が

本件審判手続において提出した乙第４号証（本訴甲７）の試験結果を待つまで

もなく，特許法３６条３項に規定する要件を満たすものと認められるものであ

り，甲７の試験結果は本件訂正明細書の記載により予測される結果を確認する

ための資料として，すなわち，本件訂正明細書の記載が上記規定の要件を満た
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すとの判断が間違いないことの裏付けとして提出されたものにすぎない。」 

 
 

（４）東京高判（知財４部）平成１６年１０月６日（平成１５年（行ケ）第４

６７号）「アラキドン酸を含む真菌油」（塚原朋一 塩月秀平 髙野輝久）（結論

は記載要件を満たす） 
 

「これらの記載においては，本件発明のモルティエレラ アルピナがピチウム 

インシディオサムとともに，ARA を産生する菌であり，実施例２では，モルティ

エレラ アルピナ（ATCC＃42430）により約２３％の ARA を産生する方法が具体

的に示されている。また，モルティエレラ アルピナ又はピチウム インシデ

ィオサムによる ARA 産生のための培養条件については，上記記載のほか，【００

１８】～【００２６】にも説明がある。さらに，上記記載②には，高温（２５

～３０℃）で培養すると EPA を少なく，ARA を多く生成する傾向があることも記

載されているから，モルティエレラ アルピナの適当な菌株（例えば実施例２

の ATCC #42430）を選び，明細書の以上のような記載内容を基にして，当業者が

通常選択できる範囲の培養条件を設定して培養すれば，本件発明１のいう，少

なくとも３０％の ARA を産生させることは可能であると認めることができる。

ジム・ウィンによる宣誓供述書（甲７）に記載されているモルティエレラ ア

ルピナ（ATCC32222）（本件優先権主張日以前に ATCC に寄託され，現在も分譲可

能であることが甲８，９から明らかである。）の培養による追試実験ではトリグ

リセリド画分として４３．５％の ARA を得ており，このことは，上記認定を裏

付けるものである。」 

 
（５）知財高判（特別部）平成１７年１１月１１日（平成１７年（行ケ）第１

００４２号）判例時報１９１１号４８頁、判例タイムズ１１９２号１６４頁「偏

光フィルムの製造法」（知財特別部 篠原勝美 塚原朋一 佐藤久夫 青柳馨 

岡本岳）（結論は記載要件違反） 
 
「発明の詳細な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程

度に，具体例を開示せず，本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許

請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容

を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，特許出願後に実験データを提出

して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容

を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書の

サポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという
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特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」 
 
（６）知財高判（２部）平成１７年１１月１１日（平成１７年（行ケ）第１０

１４８号）「管状部材の接合方法」（岡本岳 上田卓哉 長谷川浩二）（結論は記

載要件違反） 
 
「原告の主張カ（実験成績証明書を参酌しなかったことについて）は，審決 
が，原告が審判段階で提出した実験成績証明書（甲１）を参酌しなかったこと

の不当をいうものである。しかし，実験担当者であるＰ及びＱの陳述書（それ

ぞれ甲８，９）によっても，実験成績証明書は，MFR が２である管状部材の接

合（実験例１～25）と，MFR が 14 である管状部材の接合（実験例 26～53）を，

開先角度θ２及び肉厚ｔの値を変えながら行い，引張強度及び内周面角度θ１

が好適な値（前者はチューブ材料と同等以上，後者は 90～190°の範囲内）と

なった実験例について，θ２とｔとの近似式を求めたにすぎない。そうすると，

実験成績証明書は，単に，本件明細書の段落【0038】に記載された実施例及び

比較例について，そのデータ数を増やしたという以上の意味を有するものでは

ない。上記２～４のとおり，【数１】の技術的意味が不明確であることの理由は，

MFR が 14 である場合に好適な範囲内の引張強度及び内周面角度θ１を示した

実施例についてその開先角度θ２と肉厚ｔの関係の近似式が「θ２＝43×ln(t)
＋26」であり，MFR が２である場合には「θ２＝18×ln(t)＋63」である，とい

うところまでは本件明細書の発明の詳細な説明における実施例及び比較例につ

いての記載を通じて理解が可能であるとしても，MFR が２～14 の任意の値を

取る場合に【数１】の不等式が有する技術的意味は理解することができない，

という点に存するのであるから，本件明細書の実施例及び比較例のデータに実

験成績証明書（甲１）のデータを加えたとしても，そのことによって【数１】

の技術的意味が明確になるものではない」 
 
（７）知財高判（３部）平成１８年２月１６日（平成１７年（行ケ）第１０２

０５号）「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法」（三村量一 嶋末和秀 沖

中康人）（結論は記載要件違反） 
 
「被告は，本件明細書の記載に基づいて実際にラクチュロース無水物を種晶と

して使用しても，ラクチュロース三水和物が得られることは，追試実験（被告

による甲５，６，原告による甲４）からも裏付けられると主張する。 

 しかしながら，上記のとおり，本件出願時の技術常識を考慮しても，本件明

細書の記載から，当業者が種晶としてラクチュロース無水物を使用してラクチ
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ュロース三水和物を製造する方法を知り得るものと認めることはできないので

あるから，被告の挙げる追試実験の結果を本件明細書の記載を補完するものと

して参酌することはできない。」 

 
（８）知財高判（２部）平成１８年１０月３０日（平成１７年（行ケ）第１０

８２０号）「活性剤複合体」（中野哲弘 森義之 田中孝一）（結論は記載要件違

反） 
 
「原告は，本願補正発明の方法を実際に実施した実験に関するレポート（甲１

５）からも，本願補正発明が実施可能要件を満たすことが裏付けられる旨主張

する。 
しかし，本願補正明細書の記載が実施可能要件を満たすかどうかを検討する

に際しては，あくまで本願補正明細書の記載に基づいて本願補正発明を当業者

が容易に実施することができるかを検討すべきであるところ，甲１５は，本願

補正明細書の記載ではなく，原告自身が平成１８年（２００６年）１月２６日

に新たに作成した文書である。しかも，本願補正明細書の記載は，定性的，抽

象的な記載にとどまっていることは前記のとおりであり，かかる定性的で抽象

的な記載から，甲１５においては，当業者においてほとんどすべての条件を決

定して本願補正発明を実施したとするものである。そうすると，当業者におい

て，骨形成用の活性剤複合体を得るために本願補正明細書において何ら指針，

目安がないというべきである以上，甲１５が一定の効果を得ていたとしても，

本願補正明細書に接した当業者が本願補正発明を容易に実施できることの根拠

になるものとはいえない。」 
 
（９）知財高判（２部）平成１９年７月１９日（平成１８年（行ケ）第１０４

８７号）「水性接着剤」（中野哲弘 今井弘晃 田中孝一）（結論は記載要件違反） 
 
「ところで，特許出願が法３６条４項の実施可能要件を充たすといえるために

は，既に述べたように，明細書の発明の詳細な説明自体に特許に係る発明が実

施可能なように記載する必要があり，その記載にない事項を後の実験等により

補うことが許されないことは明らかであるから，そもそも訂正明細書に記載の

ない事実に係る甲１１についての原告の主張は失当である。」 
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（１０）知財高判（４部）平成２０年９月８日（平成１９年（行ケ）第１０３

０７号）「無鉛はんだ合金」（田中信義 榎戸道也 浅井憲）（結論は記載要件違

反） 

 
「（１）特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件について 
ア（ア）特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号が規定するいわゆるサ

ポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と

発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明の記載が，当業者にお

いて当該発明の課題が解決されるものと認識することができる程度のものであ

るか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に

照らし，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認識することがで

きる程度のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当であ

る。 
（イ）また，発明の詳細な説明の記載が，当業者において当該発明の課題が解

決されるものと認識することができる程度のものでなく，かつ，特許出願時の

技術常識に照らしても，当業者において当該発明の課題が解決されるものと認

識することができる程度のものでない場合に，特許出願後に実験データ等を提

出し，発明の詳細な説明の記載内容を記載外において補足することによって，

その内容を補充ないし拡張し，これにより，特許請求の範囲の記載がサポート

要件に適合するようにすることは，発明の公開を前提に特許を付与するという

特許制度に趣旨に反し許されないと解すべきである。」 
 
（１１）知財高判（２部）平成２２年７月２８日（平成２１年（行ケ）第１０

３０４号）「光沢黒色系の包装用容器」（中野哲弘 清水節 古谷健二郎）（結論

は記載要件を満たす） 
 
（審決） 
「･･･訂正前発明２は、ここにおけるポリエチレンテレフタレートを主成分とす

るシート層が、固有粘度が０．５５以上と規定されていると認められる。 
･･･この測定条件を検討すると、ここには、フェノールとテトラクロロエタンと

の混合溶媒に測定試料を溶解して測定することが記載されているものの、少な

くとも、フェノールとテトラクロロエタンとが如何なる混合割合で構成された

溶媒であるかについては記載されておらず、固有粘度の測定条件が記載されて

いないから、本件詳細説明は、固有粘度が０．５５以上と規定されているシー

トを発明特定事項として有する訂正前発明１や、同じく０．５５以上と規定さ

れているシート層を発明特定事項として有する訂正前発明２が実施できる程度
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に記載されていると言うことはできない。」 
 
（原告の主張） 
「･･･溶媒の混合比が固有粘度値に与える影響の程度は非常に小さく，原告が確

認したところによれば，フェノール／テトラクロロエタン＝３／１（重量比）

の場合と，フェノール／テトラクロロエタン＝３／３（重量比）の場合とでは，

固有粘度の測定値には最大でも０．０２程度の差しか生じず，原告が行った追

加試験の結果（甲３２）によれば，その値は同一であった。このように，本件

詳細説明において，両溶媒の混合比が記載されていないことは実質的な瑕疵と

はいえず，当業者であれば実施可能な程度に明らかであった。」 
 
（被告の主張） 
「本件明細書において，訂正前発明２の発明特定事項である「固有粘度０．５

５以上」の数値に対して，比較例１では固有粘度０．５４であることが示され

ていることからも明らかなように，「０．０１」の差は有意な差であり，訂正前

発明２では固有粘度の測定値として小数点第２位までを有意なものとしている。

そうとすると，訂正前発明２において「０．０２」は，極めて大きな差である

といえる。」 
 
（判決） 
「ところで，原告は，フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が５０対

５０の場合と３対１の場合とで，固有粘度の測定値には最大でも０．０２程度

の差しか生じないと主張しているところ，甲３２（実験成績証明書）には，原

告が上記の混合割合を６０対４０とする場合と３対１とする場合とを比較した

実験においては，固有粘度に差が生じなかった旨の記載がある。この記載に特

に不自然な点はなく，上記内容は信用できる。そうすると，フェノールとテト

ラクロロエタンとの混合割合が５０対５０，６０対４０，７５対２５（３対１）

のいずれであっても，固有粘度の数値には差が生じないか，最大でも０．０２

程度の差が生じるにとどまるものと認められる。 
上記(2)アの本件詳細説明の記載によれば，本件発明の課題は優れた光沢を出

すことにあり，光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方

で，固有粘度は，容器の強度，形状，成形のしやすさの観点から設けられた条

件であると認められる。そして，【表２】における実施例と比較例との比較にお

いても，光沢の有無は検討されているが，容器の強度等については触れられて

いないのであって，固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。 
そうすると，フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が５０対５０，
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６０対４０，７５対２５（３対１）のいずれであっても，固有粘度に最大で０．

０２程度の差しか生じないとすれば，そのような差が生じるからといって，直

ちに当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が

光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明２を実施することができない

とまではいえないというべきである。」 
 
（１２）知財高判（４部）平成２３年３月２４日（平成２２年（行ケ）第１０

２１４号）「高圧縮フィルタートウベール，およびその製造プロセス」（滝澤孝

臣 本多知成 荒井章光）（結論は記載要件を満たす） 
 
「原告は，当業者の常識からすると，高圧縮したフィルタートウベールの弾性

復元力（膨張力）は相応に大きなものであるにもかかわらず，これを０．０１

ｂａｒの負圧によって制御し，これをバランスさせることなどは，膨張による

弾性復元力の減衰を考慮するとしても不可能であって，本件訂正発明１は，０．

０１ｂａｒ付近の負圧で実施するために必要な条件が本件訂正明細書の発明の

詳細な説明には記載されていないなどと主張する。 
･･･しかしながら･･･特許請求の範囲の「外圧に対して少なくとも０．０１ｂａ

ｒの負圧がベールにかかっている」との規定は，ベールの形状を負圧によって

制御するとの技術思想を表現したものということができる。そして，気候によ

る大気圧の変動が想定されること，ベールの圧縮率は様々なものが想定され，

ベールの材料によっても変化するものであることから，ベールの形状を制御す

るために利用する負圧について一義的に数値を決められないという状況の下で，

本件訂正発明１は，実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明の

技術思想を表現するために，「少なくとも０．０１ｂａｒ」という値の範囲を規

定したものである。そして，本件訂正明細書には，０．０１ｂａｒ又はその近

辺ではないが，「少なくとも０．０１ｂａｒ」との負圧の数値の範囲内の複数の

実施例が開示されている。 
（３）実験結果 
 ドイツの第三者機関による実験結果（乙６）において，本件訂正発明１の条

件の下で，プレス時間を長くしてフィルタートウを圧縮したところ，圧縮を解

放した直後の負圧は，外圧に対して１０ｍｂａｒ（０．０１ｂａｒ），３０分経

過後の負圧は外圧に対して３１ｍｂａｒ（０．０３１ｂａｒ）であったことが

認められる。 
 また，原告従業員が，本件訂正発明１と実質的に同じであるとして，引用発

明２の条件の下で，トウベールを圧縮し，気密性を確保した上で圧縮を解放し

た１０分後の負圧は，外圧に対して０．０９１ｂａｒであり（甲２３），また，
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引用発明２の条件の下で，晒しメリヤスウエスを圧縮し，気密性を確保した上

で圧縮を解放した５分後の負圧は，外圧に対して０．０８２ｂａｒであった（甲

２４）。 
（４）本件訂正発明１と上記実験結果との関係 
 上記（３）の実験結果は，それぞれの実施条件の相違等もあって，その結果

である負圧の数値を直接比較できるものではないが、上記（２）のとおり，ベ

ールの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められな

いという状況の下で，実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明

の技術思想を表現するために，「少なくとも０．０１ｂａｒ」という値の範囲を

規定したものであるとの本件訂正発明１との関係でみると，上記実験結果の０．

０１ｂａｒ，０．０８２ｂａｒ及び０．０９１ｂａｒという数値は，いずれも，

「少なくとも０．０１ｂａｒ」という負圧の下限値に近いものということがで

きる。 
（５）小括 
 以上によると，当業者において，本件訂正発明１の「少なくとも０．０１ｂ

ａｒ」との条件と同視し得る程度の負圧を実現することが可能ということがで

き，本件訂正発明１の「０．０１ｂａｒの負圧」近辺の極めて低い負圧によっ

ても，当業者が上記のような大きな膨張力を制御できるとして，本件発明１の

効果を奏するものであるとした本件審決の判断に誤りはない。」  
 
（１３）知財高判（１部）平成２３年１２月２６日（平成２２年（行ケ）第１

０４０２号）「抗菌、抗ウィルス、及び抗真菌組成物、及びその製造方法」（中

野哲弘 東海林保 矢口俊哉）（結論は記載要件違反） 
 
「しかし，明細書に記載されていなかった事項について，出願後に補充した実

験結果等を参酌することは，特段の事情がない限り，許されないというべきと

ころ，原告が主張する上記実験結果は本願の当初明細書に記載されておらず，

それがいつ，どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか，同主張が平

成２３年８月２６日付け「技術説明書」と題する書面により初めて主張されて

いることからすれば，上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし，

本願の当初明細書又は出願時の技術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認

されるような特段の事情も認められないから，そもそも上記実験結果を参酌す

ることはできないというべきである。」 
 
（１４）知財高判決（４部）平成２４年６月６日（平成２３年（行ケ）第１０

２５４号）判例時報２１６６号１２１頁、判例タイムズ１４０６号２４９頁「減
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塩醤油類」（滝澤孝臣 高部眞規子 齋藤巌）（結論は記載要件を満たす） 
 
「本件明細書に接した当業者は，本件発明１において，食塩濃度が７ｗ／ｗ％

台の減塩醤油であって，カリウム濃度が本件発明で特定される範囲で下限値に

近い場合には，塩味が十分に感じられない可能性があると理解すると同時に，

このような場合には，カリウム濃度を本件発明１で特定される範囲の上限値近

くにすることにより，減塩醤油の塩味を強く感じさせることができると理解す

るものと解される。 
そして，被告作成の試験結果報告書（乙８）によれば，食塩濃度７．０ｗ／

ｗ％，カリウム濃度３．７ｗ／ｗ％の場合（試験品Ｆ），塩味の指標は３であっ

て，通常の醤油と比較して若干弱い程度の塩味が感じられる結果が示されてお

り，食塩濃度が本件発明１の下限値である ７ｗ／ｗ％付近で，カリウム濃度が

本件発明１において特定された数値範囲の上限である３．７ｗ／ｗ％の減塩醤

油は，本件発明１の課題が解決されている。 
･･･本件明細書の実施例２，７，９，１１には，食塩濃度が９ｗ／ｗ％の場合，

カリウム濃度が本件発明１における上限値である ３．７ｗ／ｗ％の場合であっ

ても，窒素濃度及び窒素／カリウムの重量比が本件発明１の範囲内にある場合

には，苦味をわずかに感じる程度であって，本件発明 １が特定する数値範囲内

であれば，苦味の低減という課題は解決されている。また，食塩濃度が７ｗ／

ｗ％の場合に，カリウム濃度が本件発明１における上限値である３．７ｗ／ｗ％

とした場合（試験品Ｆ）であっても，食塩濃度が９ｗ／ｗ％の場合と同様に，

苦味はわずかに感じる程度であって，苦味の低減という課題は解決されている

（乙８）。 
 すなわち，本件明細書の記載から，本件発明１では，カリウム濃度を上限値

とした場合であっても，食塩濃度，窒素濃度及び窒素／カリウムの重量比が本

件発 明１で特定する数値の範囲内であれば，カリウムを配合することによる苦

味に関する課題は，解決されていると理解することができる。 
エ したがって，本件発明１は，発明の詳細な説明に記載したものであり，サ

ポート要件を満たすものということができる。」 
 
（１５）知財高判（３部）平成２４年１０月１１日（平成２４年（行ケ）第１

００１６号）「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの

製造」（芝田俊文 岡本岳 武宮英子）（結論は記載要件を満たす） 
 
「(3) したがって，本願発明が発明の詳細な説明に記載したものとは認められな

いとする事情は見いだせないから，本願が特許法３６条６項１号に規定する要
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件を満たしていないとの審決の判断は誤りであって，追加実験データの有無に

かかわらず，原告主張の取消事由は理由がある。」 
 

（１６）知財高判（３部）平成２４年１２月１３日（平成２３年（行ケ）第１

０３３９号）「液体調味料」（芝田俊文 岡本岳 武宮英子）（結論は記載要件を

満たす） 
 

「ところで，本件明細書の表１によれば，試験品１－５～同１－８（カリウム

含有量は２．３４質量％と一定で，コハク酸二ナトリウムは０．０５～２．０

質量％と変化）についての，塩化カリウム及びコハク酸二ナトリウムが添加さ

れていない減塩醤油Ａ（試験品１－１）を対照とした２点識別試験法による塩

味の評価は，対照と比べて試験品の方が塩味が強いとした人数が，いずれの試

験品も２０人中１８人であったことが示されている。この結果から，減塩醤油

にカリウムが配合されている場合には塩味の増強が認められ，コハク酸の添加

量の相違による塩味の増強の程度は，カリウムに比べて極めて小さいと理解で

きる。また，これら試験品についての苦味に関する２点識別試験法の結果も，

対照と比べて試験品の方が苦味が強いとした人数が２０人中９又は１０人であ

ったこと示されている。この結果から，減塩醤油に添加されたカリウムの苦味

の影響は，コハク酸を添加することにより相当程度解消され，その程度は本件

特許発明１で特定されたコハク酸の添加量にほとんど影響されないと理解でき

る。 

このように，本件明細書の発明の詳細な説明には，食塩含有量の低減にもか

かわらず塩味のある液体調味料を提供でき，かつ，本件特許発明１で特定され

た含有量のコハク酸を添加することにより，添加カリウムの苦味の影響を改善

するという本件特許発明１の課題が解決できると認識できる記載があることか

ら，乙１に示された結果は，発明の詳細な説明の記載を裏付けるものであって，

原告主張のように発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものではな

い。よって，原告の主張は失当である。」 

 
（１７）知財高判（２部）平成２５年１月３１日（平成２４年（行ケ）第１０

０５２号）「光沢黒色系の包装用容器」（塩月秀平 池下朗 古谷健二郎）（結論

は記載要件違反） 
 
「そこで検討するに，ＰＥＴを主成分とするシートから容器を成形するには，

本件明細書の段落【００１３】にも記載されるように，一般的に熱成形法が用

いられるところ，原告提出に係る実験結果報告書には，成形前後で昇温結晶化
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温度及び結晶化熱量の物性値が全く変化しないものもある（甲３７の１及び３，

３８の２及び４。ただし，この報告書では成形条件は明らかにされていない。）。

これに対し，原告提出に係る実験結果報告書であっても，成形前後で結晶化熱

量が１ｍＪ／ｍｇ低下するもの（甲３７の２及び４）や，昇温結晶化温度が１

度上昇し，結晶化熱量も２ｍＪ／ｍｇ上昇するもの（甲３８の１及び３）もあ

るし，被告提出に係る実験結果報告書（甲１４，１５，２０，２２）には，成

形前後で，昇温結晶化温度が５度以上低下，結晶化熱量も５ｍＪ／ｍｇ以上低

下するものが複数記載されている。これらの記載を総合すると，成形前後で昇

温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値がほとんど変化しない場合もあれば，成

形後に大きく低下する場合もあると認めるのが相当であり，当業者が通常採用

する成形条件の下において，これらの物性値が不変であるとは認められない。

これに加えて，加熱時間が長くなるほどこれらの物性値がより大きく低下する

ことを示す実験結果報告書の記載(甲６５，６８)や，容器深さが深くなるほどこ

れらの物性値がより大きく低下する傾向を示す実験結果報告書の記載（甲２２）

に照らすと，成形温度のみならず，成形時間や延伸の程度によっても，上記の

物性値は変化するものと認められるのであって，当業者であっても，それらの

物性値の変化を正確に予測したり，制御したりすることは容易ではないと認め

られる。さらに，上記の物性値が変化しないような成形方法や条件について，

本件明細書には記載も示唆も認めない。 
以上のとおりであるから，本件発明２は，技術常識を参酌しても，発明の詳

細な説明によりサポートされているとは認められず，特許法３６条６項１号の

要件を満たさない。」 
 
（１８）知財高判（４部）平成２５年４月１１日（平成２４年（行ケ）第１０

２９９号）「液体調味料の製造方法」（土肥章大 井上泰人 荒井章光）（結論は

記載要件違反） 
 

「ウ 被告は，本件発明１ないし５及び９がサポート要件を満たす根拠として，

ＡＣＥ阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたこ

とを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書（甲１７）が，本件明細書に

記載された技術的内容を確認し，かつ，裏付けるものであると主張する。 しか

しながら，前記   エに説示のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，そ

の他にＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質とし

て液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決されたことを

示す記載はなく，また，このことを示す技術常識も見当たらない以上，サポー

ト要件の適否の判断に当たって，本件出願後にされた試験の結果を参酌するこ
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とはできない。 よって，被告の上記主張は，採用することができない。」 

 

 


